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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

 

 

 

目次 

2 

 

 

 

 

 

 

目次

4 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  次 

第3章 防災組織 

（略） 

第４節 気象業務に関する計画  …………………………………………………………… ４３ 

１ 気象業務組織  …………………………………………………………………… ４３ 

２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報及び火災気象通報 ………………… ４３ 

３ 異常現象を発見した者の措置等  ……………………………………………… ４８ 

（略） 

第４章 災害予防計画 

（略） 

第５節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備       …………………… ６３ 

（略） 

第15節 土砂災害の予防計画 ……………………………………………………………… ９５ 

（略） 

第５章 災害応急対策計画 

（略） 

第５節 避難対策計画 

（略） 

４ 避難勧告、避難指示（緊急)、災害発生情報及び避難準備・高齢者等避難開始の周知 １３７ 

（略） 

14 警戒区域の設定  …………………………………………………………………… １４２ 

                                          

15 広域一時滞在  ……………………………………………………………………… １４２-１ 

（略） 

第７節 災害警備計画  

（略） 

    ３ 災害発生時の警察活動  ……………………………………………………… １４５ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  次 

第3章 防災組織 

（略） 

第４節 気象業務に関する計画  …………………………………………………………… ４２ 

１ 気象業務組織  …………………………………………………………………… ４２ 

２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報及び火災気象通報 ………………… ４３ 

３ 異常現象を発見した者の措置等  ……………………………………………… ４９ 

（略） 

第４章 災害予防計画 

（略） 

第５節 食料等の調達・確保及び防災資機材の整備に関する計画   …………………… ６３ 

（略） 

第15節 土砂災害予防計画  ……………………………………………………………… ９５ 

（略） 

第５章 災害応急対策計画 

（略） 

第５節 避難対策計画 

（略） 

４ 避難指示等の周知 …………………………………………………………………………１３７ 

（略） 

14 警戒区域の設定  ……………………………………………………………………… １４２ 

 15 広域避難  …………………………………………………………………………… １４２-１ 

 16 広域一時滞在  ……………………………………………………………………… １４２-２ 

（略） 

第７節 災害警備計画  

（略） 

    ３ 災害時の警察活動  …………………………………………………………… １４５ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容修正に伴う

頁の修正 

 

 

 

 

 

 

地震災害対策編

との標記の統一 

 

表記の修正 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

記載の追加に伴

う修正 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

 

 

目次 

11 

第７章 事故災害対策計画 

（略） 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 災害復旧計画  

 １ 実施責任者  …………………………………………………………………… ２６５ 

 ２ 復旧事業計画の概要  ………………………………………………………… ２６５ 

 ３ 災害復旧予算措置  …………………………………………………………… ２６５ 

   ４ 激甚災害  ……………………………………………………………………… ２６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 事故災害対策計画 

（略） 

 第７節 大規模停電災害対策計画  ………………………………………………………  ２６５ 

    １ 基本方針  ……………………………………………………………………… ２６５ 

２ 災害予防  ……………………………………………………………………… ２６５ 

３ 災害応急対策  ………………………………………………………………… ２６６ 

４ 災害広報  ……………………………………………………………………… ２６６ 

５ 応急活動体制 …………………………………………………………………… ２６６ 

６ 消防活動  ……………………………………………………………………… ２６７ 

７ 医療救護活動 …………………………………………………………………… ２６７ 

８ 交通対策  ……………………………………………………………………… ２６７ 

９ 避難所対策  …………………………………………………………………… ２６７ 

10 応急電力対策  ………………………………………………………………… ２６７ 

11 給水対策  ……………………………………………………………………… ２６８ 

12 石油類燃料の供給対策  ……………………………………………………… ２６８ 

13 防犯対策  ……………………………………………………………………… ２６８ 

14 自衛隊派遣要請  ……………………………………………………………… ２６８ 

15 広域応援  ……………………………………………………………………… ２６８ 

 

第８章 災害復旧計画  

 １ 実施責任者  …………………………………………………………………… ２６９ 

 ２ 復旧事業計画の概要  ………………………………………………………… ２６９ 

 ３ 災害復旧予算措置  …………………………………………………………… ２６９ 

 ４ 激甚災害  ……………………………………………………………………… ２６９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模停電災害

対策計画の新設

に伴い追加 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 

第３節 計画の効果的促進 

（略） 

また、災害発生時は市民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、「自らの命は

自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解を促

進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、防災思想・知識の普及・啓発及

び防災教育の推進、住民主体の取組の支援・強化により、社会全体としての防災意識の向上を図らなけ

ればならない。 

（略） 

 

 

第７節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 事 務 又 は 業 務 

（略） （略） 

（一社）帯広社会福

祉協議会 

①災害ボランティアセンターの設置及び運営に関すること。 

（略） （略） 
 

第１章 総 則 

第３節 計画の効果的促進 

（略） 

また、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）は市民自らが主体的

に判断し、行動できることが必要であることから、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域

の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみ

では限界があることを前提とし、防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進、住民主体の取組の支

援・強化により、社会全体としての防災意識の向上を図らなければならない。 

（略） 

 

 

第７節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 事 務 又 は 業 務 

（略） （略） 

（福）帯広社会福祉

協議会 

①災害ボランティアセンターの設置及び運営に関すること。 

（略） （略） 
 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記の修正 

 

 

 

 

 

 

P9-1 

 

 

 

 

P9-2 

第２章 帯広市の概況 

第１節 自然条件 

（略） 

３ 気象 

（１）概況 

（略） 

大陸的気候の特徴で寒暑の差は国内トップクラスである。年平均気温の差は10.4 ℃、（年平均最高

気温12.2℃、最低気温1.8℃     ）、明治28年3月22日には35.7℃（最高気温8.5℃、最低

気温－27.2℃）の驚異的な差になった。 

（略） 

 

（２）過去の気象記録 

 

（略） 

 
 

年 

気温（℃） 平均湿度 総降水量 最深積雪 日照時間 平均風速 

平均気温 最高気温 最低気温 （％） （ｍｍ） （ｃｍ） （時間） （ｍ/ｓ） 

R元 7.9 38.8 -24.5 72 778.0 33 2152.6 2.2 

R２ 8.1 35.8 -22.4 74 716.0 78 2011.7 1.9 

第２章 帯広市の概況 

第１節 自然条件 

（略） 

３ 気象 

 （１）概況 

（略） 

大陸的気候の特徴で寒暑の差は国内トップクラスである。年平均気温の差は10.6℃、（年平均最高

気温13.9℃、最低気温3.3℃、令和2年）、明治28年3月22日には35.7℃（最高気温8.5℃、最低

気温－27.2℃）の驚異的な差になった。 

（略） 

（２）過去の気象記録 

 

（略） 
 

年 

気温（℃） 平均湿度 総降水量 最深積雪 日照時間 平均風速 

平均気温 最高気温 最低気温 （％） （ｍｍ） （ｃｍ） （時間） （ｍ/ｓ） 

R元 7.9 38.8 -24.5 72 778.0 33 2152.6 2.2 

R２ 8.1 35.8 -22.4 74 716.0 78 2011.7 1.9 

R３  8.2 37.1 -21.5 74 1002.5 67 2085.0 2.0 

 

時点修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

 

 

P12 

第２節 災害の概況 

（略） 

平成30年3月1日 

大雪害。帯広観測所における総降雪量は47cmとなり、3月としては観測史

上６位。十勝管内各地でも記録的な大雪となった。 

積雪によりD型ハウスなどの営農施設11件やトラクター等の営農機械７台

に被害。また、市内各地での通行止めや交通渋滞に加え、JRや路線バス、

タクシーの運行停止など、交通網が機能停止したことにより帰宅困難とな

った市民等を受け入れるため、市役所11階を一時休憩所として開放。翌朝

まで宿泊した方も含め、６名が利用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

平成30年3月1日 

大雪害。帯広観測所における総降雪量は47cmとなり、3月としては観測史

上６位。十勝管内各地でも記録的な大雪となった。 

積雪によりD型ハウスなどの営農施設11件やトラクター等の営農機械７台

に被害。また、市内各地での通行止めや交通渋滞に加え、JRや路線バス、

タクシーの運行停止など、交通網が機能停止したことにより帰宅困難とな

った市民等を受け入れるため、市役所11階を一時休憩所として開放。翌朝

まで宿泊した方も含め、６名が利用。 

令和3年12月1～ 

2日 

強風害。日本海北部の低気圧が急速に発達しながらサハリン付近に進み、

南にのびる前線が北海道を通過。1日夕方から南西の風が急に強まり、帯

広空港で最大瞬間風速25.7m/sを観測。2008年からの統計期間で第1位の

値を記録した。また、倒木等により同時刻から停電が発生し、農村部を中

心に最大約2150戸が影響を受けた。1日に帯広の森体育館、2日に大正農

業者トレーニングセンター、川西中学校を避難所として開設し2名が利

用。倒木被害73件、建物被害21件、農業施設（ビニルハウス、牛舎等）

被害668件、転倒等による人的被害3件。 

令和4年1月11～12

日 

大雪害。十勝管内で高速道路2路線、国道4路線、道道1路線が通行止めと

なり公共交通機関の運休も相次いだ。 

11日正午からの24時間降雪量は帯広市街地59㎝、帯広空港57㎝。 
 

 

時点修正 

 

 

P33 

第３章 防災組織 

第３節 帯広市災害対策本部 

 別表２ 

（略） 

経済部 経済部長 
商工班 経済企画課長 

経済企画課 

商業労働課 

観光交流課 

空港班 観光交流課長 観光交流課 

（略） 

上
下
水
道
部 

上下水道部長 

総務班 総務課長 総務課 

水道施設班 

（給水班） 
水道課長 

水道課 

料金課 

水道施設班 

（施設修繕班） 

水道課長 

水道課場長 
水道課 

下水道施設班 
下水道課長 

下水道課場長 
下水道課 

 

第３章 防災組織 

第３節 帯広市災害対策本部 

 別表２ 

（略） 

経済部 経済部長 

商工班 経済企画課長 

経済企画課 

商業労働課 

観光交流課 

空港班 観光交流課長 観光交流課 

第４救護班 観光交流課長 観光交流課 

（略） 

上
下
水
道
部 

上下水道部長 

総務班 総務課長 総務課 

水道施設班 

（給水班） 
水道課長 

水道課 

料金課 

水道施設班 

（施設修繕班） 

水道課長 

水道課場長 
水道課 

下水道施設班 下水道課長 下水道課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人対応のた

めの追加 

 

 

 

 

 

R3.4.1より下水

道課場長のポス

トを廃止 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

 

 

 

P39 

 

 

 

 

 

P40 

第３節 帯広市災害対策本部 

 別表３ 

（略） 

経済部 商工班 （略） 

空港班 （略） 

（略） 

 

 

 

都市環境部 公園緑地班 （略） 

環境保全班 １ 被災地の環境衛生保持に関すること。 

２ 災害時の公害防止及び緊急措置に関すること。 

３ 避難所の開設及び管理、運営に関すること。 

４ その他特命事項に関すること。 

                      

清掃班 （略） 

 

 

第３節 帯広市災害対策本部 

 別表３ 

（略） 

経済部 商工班 （略） 

空港班 （略） 

第４救護班 １ 観光客、外国人の対応に関すること。 

２ その他特命事項に関すること。 

（略） 

都市環境部 公園緑地班 （略） 

環境保全班 １ 被災地の環境衛生保持に関すること。 

２ 災害時の公害防止及び緊急措置に関すること。 

３ 避難所の開設及び管理、運営に関すること。 

４ 逸走犬等の管理に関すること。 

５ その他特命事項に関すること。 

清掃班 （略） 
 

 

 

外国人対応のた

めの追加 

 

 

 

 

 

 

 

飼養動物対策計

画での主体の明

確化に伴う所掌

事務の追加 

P43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 気象業務に関する計画 

暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水等による災害を未然に防止し、また、その被害を軽減するため、気

象、地象（地震及び火山現象を除く）及び水象（地震に密接に関連するものを除く）等の特別警報・警

報・注意報並びに  情報等の伝達方法及びこれらの異常現象発見者の通報義務等に関する組織、業務

等は次に定めるところによる。 

 

１ 気象業務組織 

（１）予報区と担当官署 

   予報区は、                      わが国全域を対象とする全国予報区

（気象庁本庁担当）と全国予報区を 11に分割した地方予報区、地方予報区を更に 56に分割した府

県予報区から成っている。北海道においては全域を対象とする北海道地方予報区（札幌管区気象台

担当）と７つの府県予報区に分かれている。釧路総合振興局、根室振興局及び十勝総合振興局にお

いては釧路地方気象台が担当しており、さらに一次細分区域である十勝地方の気象等に関する特別

警報・警報・注意報発表は、帯広測候所が分担している。    
 

（２）予報区担当官署の業務内容 

   気象官署は、気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに  情報等を発表する担当区域を異

にしており、またその業務内容も官署によって異なっている。 

   気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに  情報等は府県予報区担当気象官署及び分担気

象官署が担当する。 

   気象官署別の気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに  情報等の種類は、次のとおりで

ある。 

（略） 

 

 

 

 

第４節 気象業務に関する計画 

暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水等による災害を未然に防止し、また、その被害を軽減するため、気

象、地象（地震及び火山現象を除く）及び水象（地震に密接に関連するものを除く）等の特別警報・警

報・注意報並びに気象情報等の伝達方法及びこれらの異常現象発見者の通報義務等に関する組織、業務

等は次に定めるところによる。 

 

１ 気象業務組織 

（１）予報区と担当官署 

   予報区は、予報及び警報・注意報の対象とする区域であり、わが国全域を対象とする全国予報区

（気象庁本庁担当）と全国予報区を 11に分割した地方予報区、地方予報区を更に 56に分割した府

県予報区から成っている。北海道においては全域を対象とする北海道地方予報区（札幌管区気象台

担当）と７つの府県予報区に分かれている。釧路総合振興局、根室振興局及び十勝総合振興局にお

いては釧路地方気象台が担当しており、さらに一次細分区域である十勝地方の気象等に関する特別

警報・警報・注意報発表は、帯広測候所が分担している。    
 

（２）予報区担当官署の業務内容 

   気象官署は、気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに気象情報等を発表する担当区域を異

にしており、またその業務内容も官署によって異なっている。 

   気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに気象情報等は府県予報区担当気象官署及び分担気

象官署が担当する。 

   気象官署別の気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに気象情報等の種類は、次のとおりで

ある。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

予報区の説明を

追記 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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P43 

 

 

P44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報                  及び火災気象通報 

   気象等に関する特別警報・警報・注意報                 並びに火災気象通報

の発表、伝達等は、気象業務法(昭和27年6月2日法律第165号）、水防法(昭和24年6月4日法律第

193号)、及び消防法(昭和23年7月24日法律第186号)                     

                        の規定に基づき行うもので、特別警報・警報・

注意報の種類、発表基準、発表方法、伝達方法等は次によるものとする。 

 

（１）気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達 

  ア 種類及び発表基準 

（ア）気象等に関する特別警報 

     警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こるおそれが著し

く大きい場合、その旨を警告して行う予報。                

 

現象の種類 基準 

大雨    

  

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴風    

  

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される

場合 

暴風雪   

   

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により、雪を伴う暴風が吹くと

予想される場合 

大雪    

   

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

 

 

 

 

 

（イ）気象警報の種類 （発表基準は別表参照） 

（略） （略） 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。大

雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土

砂災害、浸水害）として、特に警戒すべき事項が明記される。          

                                 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報及び火災気象通報 

   気象等に関する特別警報・警報・注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報並びに火災気象通報

の発表、伝達等は、気象業務法(昭和27年6月2日法律第165号）、水防法(昭和24年6月4日法律第

193号)、及び消防法(昭和23年7月24日法律第186号)、及び土砂災害警戒区域等における土砂災害

防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）の規定に基づき行うもので、特別警報・警報・

注意報の種類、発表基準、発表方法、伝達方法等は次によるものとする。 

 

（１）気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達 

  ア 種類及び発表基準 

（ア）気象等に関する特別警報 

     予想される現象が特に異常であるため重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合、その

旨を警告して行う予報。発表は市町村単位で発表される。 

 

現象の種類 基準 

大雨特別警

報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するそれが著しく大きいときに発表

される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水

害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記さ

れる。災害が発生又は切迫している状況であり、命の危険が迫っているため直ち

に身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当。 

暴風特別警

報 

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発

表される。 

暴風雪特別

警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

ときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程

障害等による重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 

大雪特別警

報 

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発

表される。 

 

（イ）気象警報の種類 （発表基準は別表参照） 

（略） （略） 

大雨警報 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。大

雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸

水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂災害）は、高

齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災気象情報及

びその根拠法の

追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁が推奨す

る標準的な記載

例にならって修

正 
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P44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P45 

 

 

 

 

 

 

 

 

P46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）気象注意報の種類 （発表基準は別表参照） 

（略） （略） 

大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。     

                                     

            

（略） （略） 

着雪注意

報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのあるときに発

表される。 

（略） （略） 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的

には、低温のために農作物などに著しい被害が発生したり、冬季の水道管凍結や

破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表される。 

融雪注意報 
融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的

には、浸水 、土砂災害などの災害が発生するおそれがあるときに発表される。 

（略） 

（カ）洪水警報及び注意報 （発表基準は別表参照） 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害として、河川の増水

や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。 

洪水注意報 
河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。 

 

 

（略） 

（ク）土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害が発生する危険性がさらに高まった時に、市町

村長が防災活動・避難指示等の判断や、住民の自主避難の判断の参考となるよう、十勝総合振興局と

釧路地方気象台が共同で作成し、市町村等ごとに発表する。 

 

 

 

 

（ケ）指定河川洪水予報（水位の基準地点は別表参照） 

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、あらかじめ

指定した河川（以下、「洪水予報河川」という。）について、区間を決めて水位又は流量を示して発表す

る警報及び注意報。帯広開発建設部と釧路地方気象台が共同で作成し、指定した河川ごとに発表する。 

                                               

                                 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）気象注意報の種類 （発表基準は別表参照） 

（略） （略） 

大雨注意報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。ハザー

ドマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自ら避難行動の確認が必要と

される警戒レベル２である。 

（略） （略） 

着雪注意

報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれのあるときに発表

される。 

（略） （略） 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的

には、低温による農作物への著しい被害や、冬季の水道管凍結や破裂による著し

い被害が発生するおそれがあるときに発表される。 

融雪注意報 
融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的

には、浸水害、土砂災害等の災害が発生するおそれがあるときに発表される。 

（略） 

（カ）洪水警報及び注意報 （発表基準は別表参照） 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊によ

る重大な災害が対象としてあげられる。高齢者等は危険な場所からの避難が必要と

される警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。避難に備えハザードマップ等により災害リスク等

を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

（略） 

（ク）土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況と

なったときに、市町村長の避難情報の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる

市町村を特定して警戒が呼びかけられる情報で、十勝総合振興局と釧路地方気象台から共同で発表さ

れる。市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分

布）で確認することができる。（https://www.jma.go.jp/bosai.risk/#elements:land）危険な場所から

の避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

 

（ケ）指定河川洪水予報（水位の基準地点は別表参照） 

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、あらかじめ

指定した河川（以下、「洪水予報河川」という。）について、区間を決めて水位又は流量を示して発表

する警報及び注意報。警戒レベル２～５に相当する。また、国土交通省と共同で指定河川洪水予報を

実施する河川においては、大雨特別警報の警報等への切替時に、それ以降に河川氾濫の危険性が高く

なると予測した場合には、臨時の指定河川洪水予報を発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁が推奨す

る標準的な記載

例にならった修

正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jma.go.jp/bosai.risk/#elements:land
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P46 

 

種類 標題 概要 

洪水警報 

氾濫発生情報 
氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表され

る。 

氾濫危険情報 
基準地点の水位が氾濫危険水位に達したとき、氾濫危険水位

以上の状態が継続しているときに発表される。 

氾濫警戒情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、

避難判断水位に達しさらに水位の上昇が見込まれるときに発

表される。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、さらに水位の上昇が

見込まれるとき、氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未

満の状態が継続しているとき、避難判断水位に達したが水位

の上昇が見込まれないときに発表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 標題 概要 

洪水警報 

氾濫発生情報 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表され

る。新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が

必要となる。災害がすでに発生している状況であり、命の危

険が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があるこ

とを示す警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に達したとき、氾濫危険水位

以上の状態が継続しているときに発表される。いつ氾濫が発

生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対する対応

を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。

危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

氾濫警戒情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、

避難判断水位に達しさらに水位の上昇が見込まれるとき、氾

濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき（避難判

断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超える状況が

継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を

除く）に発表される。高齢者等避難の発令の判断の参考とす

る。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル３に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、さらに水位の上昇が

見込まれるとき、氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未

満の状態が継続しているとき、避難判断水位に達したが水位

の上昇が見込まれないときに発表される。ハザードマップに

よる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２である。 

 
 

 

気象庁が推奨す

る標準的な記載

例にならって修

正 
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P46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（３）気象情報等  

    （新設）          

                                               

                                               

                                               

                                               

                  

ア 地方気象情報、府県気象情報 

（略） 

イ 台風に関する気象情報 

（略） 

ウ  記録的短時間大雨情報 

     府県予報区内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨

を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）

したときに、府県気象情報の一種として発表する情報。 

 

 

 

 

 

 

 

 （コ）防災気象情報と警戒レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（略） 

（３）気象情報等  

  ア 早期注意情報（警報級の可能性） 

    ５日先までの警報級の現象の可能性が[高]、[中]の２段階で発表される。当日から翌日にかけ

ては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（釧路地方など）で、２日先から５日

先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（釧路・根室・十勝地方など）で

発表される。大雨に関して、[高]または[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める

必要があることを示す警戒レベル１である。 

イ 地方気象情報、府県気象情報 

（略） 

ウ 台風に関する気象情報 

（略） 

エ  記録的短時間大雨情報 

     大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクル（危険度分布）の「非常に危険」（うすい紫）

が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な１時間降水量が観測（地上の雨量計に

よる観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）されたときに、気象庁か

ら発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の浸水、中小河川の増水・氾濫に

よる災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高

まっている場所については、キキクル（危険度分布）で確認する必要がある。 

   土砂キキクル（危険度分布）https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land 

      浸水キキクル（危険度分布）https://wwww.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund 

      洪水キキクル（危険度分布）https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood 

 

警戒レベル及び

警戒ㇾべル相当

の運用開始に伴

う追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早期注意情報の

追加 

 

 

 

 

 

 

 

記録的短時間大

雨情報の運用変

更に伴うホーム

ページのリニュ

ーアルに伴う修

正 

 

 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land
https://wwww.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P48 エ 竜巻注意情報 

（略） 

オ 竜巻注意情報 

（略） 

 

記載の追加に伴

う修正 

P51 

 

 

P52 

 

第４章 災害予防計画 

第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に関する計画 

（略） 

５ 学校教育関係機関における防災思想・知識の普及・啓発及び教育の推進 

（略） 

（２）学校における体系的               な防災教育に関する指導内容の整理、防災

教育のための指導時間の確保など、防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

 

第４章 災害予防計画 

第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に関する計画 

（略） 

５ 学校教育関係機関における防災思想・知識の普及・啓発及び教育の推進 

（略） 

（２）学校における体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育に関する指導内容の整理、防災教

育のための指導時間の確保など、防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

P53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P55 

第２節 自主防災組織の育成等に関する計画 

大規模な災害発生時には、住民の避難行動による混乱、同時多発的火災の発生等、さまざまな状況が

予想される。 

このため、行政の対応には自ずと限界があり、災害発生時の被害の軽減を図るためには、地域住民に

よる自主的な防災活動、出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘導等、地域住民による組織的

な防災活動が極めて重要な役割を果たすものである。 

（略） 

 ４ 組織の活動 

 （２）非常時及び災害時の活動 

（略） 

 エ 避難の実施 

    市長等から避難勧告、避難指示（緊急）や避難行動に時間を要する災害時要援護者などに対す

る避難準備・高齢者等避難開始が出された場合には、住民に対して周知徹底を図り、火災、崖崩

れ、地すべり等に注意しながら、迅速かつ円滑に避難場所へ誘導するとともに、高齢者、幼児、

病人その他自力で避難することが困難な者に対しては、地域住民の協力のもとに避難させるもの

とする。 

 

第２節 自主防災組織の育成等に関する計画 

大規模災害時には、住民の避難行動による混乱、同時多発的火災の発生等、さまざまな状況が予想さ

れる。 

このため、行政の対応には自ずと限界があり、災害時の被害の軽減を図るためには、地域住民による

自主的な防災活動、出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘導等、地域住民による組織的な防

災活動が極めて重要な役割を果たすものである。 

（略） 

 ４ 組織の活動 

 （２）非常時及び災害時の活動 

（略） 

 エ 避難の実施 

    市長等から緊急安全確保、避難指示及び高齢者等避難（以下「避難指示等」という。）が出さ

れた場合には、住民に対して周知徹底を図り、火災、崖崩れ、地すべり等に注意しながら、迅速

かつ円滑に避難場所へ誘導するとともに、高齢者、幼児、病人その他自力で避難することが困難

な者に対しては、地域住民の協力のもとに避難させるものとする。 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

P59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害時要援護者対策計画 

 災害発生時における災害時要援護者の安全の確保に関する計画は、次のとおりである。 

１ 安全対策 

災害発生時には、特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等が、被害を受けやすい、情報を入手しに

くい、避難所における良好な環境を得にくいなどの状況におかれる場合が見られることから、市及

び社会福祉施設等の管理者は、これら災害時要援護者の安全の確保等を図るため、住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、平常時から災害時要援護者の実態把握、緊急連絡体制及び避難誘導等の

防災体制の整備に努めるものとする。 

（１）市の対策 

   市は、防災担当部や福祉担当部をはじめとする関係部の連携の下、平常時から災害時要援護者に

関する情報を把握し、避難支援計画や災害時要援護者名簿の作成・定期的に更新を行う      

                                             

                        ものとする。 

（略） 

 

 

 

第４節 災害時要援護者対策計画 

 災害時における災害時要援護者の安全の確保に関する計画は、次のとおりである。 

１ 安全対策 

 災害時には、特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等が、被害を受けやすい、情報を入手しにく

い、避難所における良好な環境を得にくいなどの状況におかれる場合が見られることから、市及び

社会福祉施設等の管理者は、これら災害時要援護者の安全の確保等を図るため、住民、自主防災組

織等の協力を得ながら、平常時から災害時要援護者の実態把握、緊急連絡体制及び避難誘導等の防

災体制の整備に努めるものとする。 

（１）市の対策 

   市は、防災担当部や福祉担当部をはじめとする関係部の連携の下、平常時から災害時要援護者に

関する情報を把握し、避難支援計画や災害時要援護者名簿の作成・定期的に更新を行うとともに、

庁舎等の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒

体の両方で保管する等、名簿情報の適切な管理に努めるものとする。 

（略） 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

記載の追加 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P60 

 

 

 

 

P61 

（２）社会福祉施設等の対策 

（略） 

イ 社会福祉施設等の管理者は、災害が発生した場合において、迅速かつ的確に対処するため、予

め防災組織を整え、施設職員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制等を明確にするものとする。 

（略） 

３ 外国人への支援対策 

市は、言語、生活及び防災意識の異なる外国人を「災害時要援護者」として位置づけ、災害発生時

に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次のような条件及び環境づくりに努めるとともに、外国人  

登録等の様々な機会をとらえて防災対策についての周知を図るものとする 

   

（２）社会福祉施設等の対策 

（略） 

イ 社会福祉施設等の管理者は、災害時において、迅速かつ的確に対処するため、予め防災組織を

整え、施設職員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制等を明確にするものとする。 

（略） 

３ 外国人への支援対策 

市は、言語、生活及び防災意識の異なる外国人を「災害時要援護者」として位置づけ、災害時に

迅速かつ的確な行動がとれるよう、次のような条件及び環境づくりに努めるとともに、外国人住民

登録等の様々な機会をとらえて防災対策についての周知を図るものとする。 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

標記の適正化 

P63 第５節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備       

（略） 

２ 備蓄倉庫及び分散備蓄の状況 

    災害に備えて救援物資及び応急対策用資機材の保管をするため、平成７年度に備蓄倉庫を建設する

とともに、備蓄物資の被災者への提供を迅速・円滑に進めるため、平成24年に市街地東部の旧第六

中学校の校舎の一部を改修して備蓄倉庫を整備したほか、、農村部に対する対策として大正地区のコ

ミュニティ施設に救援物資等の備蓄をしている。その他、自主防災組織の育成にあわせ、避難所ごと

に救援物資の分散備蓄を進めるとともに、市街地及び農村部を含めた全市的な物資の供給拠点を整備

している。 

 

（１）備蓄倉庫の概要 

      ① 帯広市災害用資機材備蓄倉庫 

       所 在 地    帯広市南町南６線46番地 

                   （道路維持課道路車両センター敷地内） 

       完成年月日    平成７年11月１日 

       構   造    鉄骨造り平屋建 

       規   模    1棟 108㎡ 

   ② 市民活動プラザ六中災害用資機材備蓄倉庫 

       所 在 地    帯広市東11条南9丁目1番地 

                   （市民活動プラザ六中敷地内） 

       供用年月日    平成24年4月１日 

                   

       規   模    備蓄倉庫部分 150㎡ 

 

                

                                               

                                               

                                               

                           

 

 （２）農村部の備蓄拠点づくり 

      農村部に救援物資の備蓄拠点を設ける必要があることから、大正農業者トレーニングセンター

を活用するとともに、救援物資の供給体制等に万全を期するものとする。なお、平成２１年度以

降については、避難所ごとに防災資機材、及び非常用食料等の整備に努めている。 

 

第５節 食料等の調達・確保及び防災資機材 の整備に関する計画 

（略） 

２ 備蓄倉庫及び分散備蓄の状況 

    災害に備えて救援物資及び応急対策用資機材の保管をするため、平成７年度に備蓄倉庫を建設する

とともに、令和３年度に拠点備蓄倉庫と指定避難所備蓄品収納物置を整備し、避難所開設時及び運営

初期に必要な資機材は各指定避難所の備蓄品収納物置に配備し、その後必要になる資機材及び食料等

を拠点備蓄倉庫に集積する体制を整えている。また、農村部に対する対策として大正地区のコミュニ

ティ施設に救援物資等の備蓄をしている。その他、自主防災組織の育成にあわせ、避難所ごとに救援

物資の分散備蓄を進めている。 

 

（１）備蓄倉庫の概要 

      ① 帯広市災害用資機材備蓄倉庫 

       所 在 地    帯広市南町南６線46番地 

                   （道路維持課道路車両センター敷地内） 

       完成年月日    平成７年11月１日 

       構   造    鉄骨造り平屋建 

       規   模    1棟 108㎡ 

   ② 帯広市拠点備蓄倉庫 

       所 在 地    帯広市西17条南６丁目６－５２ 

                   （陸上自衛隊帯広駐屯地官舎北側） 

       完成年月日    令和４年３月１日 

    構   造  鉄骨造２階建 

       規   模    1,080㎡ 

 

（２）指定避難所の倉庫（物置） 

   平成21年度以降、避難所で必要な備蓄品及び自主防災組織でも使用できる救助・救出資機材を

各指定避難所に設置したほか、令和３年度に感染症対策資機材及び避難所開設時と運営初期に必

要な資機材を配備するための備蓄品収納物置を各指定避難所（帯広市総合体育館及び市民活動プ

ラザ六中は建物内に収納）に設置している。 

 

 （３）農村部の備蓄拠点づくり 

      農村部に救援物資の備蓄拠点を設ける必要があることから、大正農業者トレーニングセンター

を活用するとともに、救援物資の供給体制等に万全を期するものとする。 

 

 

地震災害対策編

との表記の統一 

 

拠点備蓄倉庫及

び指定避難所備

蓄品収納物置の

整備に伴う記載

の修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 避難体制整備計画 

（略） 

 １ 避難誘導体制の構築 

（略） 

  （新規）                                             

                                               

                                               

                                               

                                               

                   

（２）道及び市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難        が可能となるよう、他の地方

公共団体との広域一時滞在に係る応援協定や、                                   

                  の運送に関する運送事業者等との協定を締結するなど、具   

    具体的な         手順 を定めるよう努めるものとする。 

 

 （３）道及び市は、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関

するルールをあらかじめ定めるよう促すものとする。 

 （４）市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育

所・認定こども園等の施設間と市との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 

（略） 

 ４ 避難計画の策定等 

（１）避難勧告等の具体的な発令基準の策定   

市は、避難指示（緊急）、避難勧告、一般住民に対して避難準備を呼びかけるとともに、災害時

要援護者・支援者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始

することを求める避難準備・高齢者等避難開始等について、河川管理者、気象庁等の協力を得つ

つ、洪水，土砂災害等の災害事象の特性、収集情報を踏まえ、避難すべき区域や具体的な判断基

準、伝達内容・方法を明確にしたマニュアルを作成するものとする。 

そして、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を

絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、庁内をあげた体制の構築に

努めるものとする。 

（２）防災マップ・ハザードマップ等の作成及び住民への周知 

市長は、住民の円滑な避難を確保するため、水防法に基づく浸水想定区域など、災害発生時に人

の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関

する情報の伝達方法、避難勧告等の意味と内容の説明、指定緊急避難場所及び指定避難所等、必

要となる事項を記載した防災マップ、ハザードマップ等を作成し、印刷物の配布その他の必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

（３）避難計画 

（略） 

ア 避難勧告・避難指示（緊急）・避難準備・高齢者等避難開始を発令する基準及び伝達方法 

 

 

 

 

 

第６節 避難体制整備計画 

（略） 

 １ 避難誘導体制の構築 

（略） 

（２）避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホ

テル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保

できる場合は、市民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、

指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合等やむを得ない市民等自身が判断する場

合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、市は日ごろから市民等への周知徹底に努めるも

のとする。 

（３）道及び市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他の地

方公共団体との広域一時滞在に係る応援協定や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在に

おける被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送に関する運送事業者等との協定を締結する

など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。 

 （４）道及び市は、学校等が保護者との間で、災害時における児童生徒等の保護者への引渡しに関する

ルールをあらかじめ定めるよう促すものとする。 

 （５）市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害時における幼稚園・保育所・

認定こども園等の施設間と市との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 

（略） 

 ４ 避難計画の策定等 

（１）避難指示等の具体的な発令基準の策定   

市は避難指示等、一般住民に対して避難  を呼びかけるとともに、災害時要援護者・支援者

に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める

高齢者等避難について、河川管理者、気象庁等の協力を得つつ、洪水，土砂災害等の災害事象の特

性、収集情報を踏まえ、避難すべき区域や具体的な判断基準、伝達内容・方法を明確にしたマニュ

アルを作成するものとする。 

そして、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を

絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、庁内をあげた体制の構築に

努めるものとする。 
（２）防災マップ・ハザードマップ等の作成及び住民への周知 

市長は、住民の円滑な避難を確保するため、水防法に基づく浸水想定区域など、災害時に人の生

命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する

情報の伝達方法、避難指示等の意味と内容の説明、指定緊急避難場所及び指定避難所等、必要と

なる事項を記載した防災マップ、ハザードマップ等を作成し、印刷物の配布その他の必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

 

（３）避難計画 

（略） 

ア 避難指示等を発令する基準及び伝達方法 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P68

－1 

５ 被災者の把握 

    被災者の避難状況の把握は、市の被災者支援、災害対策の基本であるが、発災直後においては避

難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者の状況や避難所への収容状況などの把握に

支障を生じることが想定される。 

    このため、被災者支援システム等を活用し、被災者の状況把握、避難所における入所者の把握に

努めるものとする。なお、個人データの取り扱いには十分留意するものとする。 

                                               

              

５ 被災者の把握 

    被災者の避難状況の把握は、市の被災者支援、災害対策の基本であるが、発災直後においては避

難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者の状況や避難所への収容状況などの把握に

支障を生じることが想定される。 

    このため、被災者支援システム等を活用し、被災者の状況把握、避難所における入所者の把握に

努めるものとする。なお、個人データの取り扱いには十分留意するものとする。 

   また、避難者台帳（名簿）を速やかに作成するため、あらかじめ様式を定め印刷の上、各避難所に

保管することが望ましい。 

 

 

記載の追加 

P69 第７節 相互応援体制整備計画 

（略） 

１ 基本的な考え方 

市及び防災関係機関は、災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策が行えるよう、平常時から相

互に協定を締結するなど、連携強化に努めるとともに、企業、NPO等に委託可能な災害対策に係る業

務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業

者の管理する施設を把握しておくなど、そのノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 

第７節 相互応援体制整備計画 

（略） 

１ 基本的な考え方 

市及び防災関係機関は、災害時に迅速かつ効果的な災害応急対策が行えるよう、平常時から相互に

協定を締結するなど、連携強化に努めるとともに、企業、NPO等に委託可能な災害対策に係る業務に

ついては、あらかじめ企業等との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の

管理する施設を把握しておくなど、そのノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

P75 

 

P78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10節 消防計画 

（略） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10節 消防計画 

（略） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とかち広域消防

局の係統合に伴

う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消防職員・団員及び消防車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消防職員・団員及び消防車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P81 （３）水利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）水利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

P95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15節 土砂災害の予防計画 

土砂災害を予防するための計画は、次のとおりとする。 

１ 予防対策 

  市域内の山間部では、大雨などにより山地の崩壊による地すべり等が予想され、住宅、農耕地等に被

害が発生するおそれがあるため、地すべり等防止工事の実施を推進するとともに、定期的に危険箇所を

点検し、必要に応じて適切な処置を講ずるものとする。 

  また、地域住民に対し、地すべり等危険箇所の周知については、広報誌、防災マップなどの配布によ

り、徹底を図るものとする。 

  地すべり等予想区域は次のとおりとする。 

 

 急傾斜地崩壊危険区域                      （平成27年12月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土石流危険区域                         （平成27年12月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15節 土砂災害予防計画 

土砂災害を予防するための計画は、次のとおりとする。 

１ 予防対策 

  市域内の山間部では、大雨などにより山地の崩壊による土砂災害等が予想され、住宅、農耕地等に被

害が発生するおそれがあるため、土砂災害等防止工事の実施を推進するとともに、定期的に危険箇所を

点検し、必要に応じて適切な処置を講ずるものとする。 

  また、地域住民に対し、土砂災害等危険箇所の周知については、広報誌、防災マップなどの配布によ

り、徹底を図るものとする。 

  土砂災害警戒区域は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害警戒区

域の指定（北海

道）に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 指定区域名 所在地 自然現象の種類 基礎調査年度 指定年月日

1 帯広拓成 拓成町 急傾斜地の崩壊 令和元年度 令和4年2月4日

2 帯広岩内１ 岩内町西１線 急傾斜地の崩壊 平成30年度 令和4年2月4日

3 帯広岩内２ 岩内町西１線 急傾斜地の崩壊 平成30年度 令和4年2月4日

4 帯広川西 川西町西１線、西２線 急傾斜地の崩壊 平成30年度 令和4年2月4日

5 帯広西岩戸 岩内町西１線、第１基線 急傾斜地の崩壊 平成30年度 令和4年2月4日

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 令和4年2月時点
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P97 第16節 積雪・寒冷対策計画 

 

積雪・寒冷期において災害が発生した場合は、他の季節に発生する災害に比べて、積雪による被害

の拡大や避難所、避難路の確保等に支障を生じることが懸念される。 

（略） 

２ 交通の確保 

  災害発生時における、防災関係機関の行う緊急輸送等の災害応急対策の円滑な実施には、道路交通

の緊急確保を図ることが重要である。 

（略） 

４ 寒冷対策の推進 

（１）避難所対策 

    市は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、暖房器具等の備蓄や民間企業・

団体と屋内用大型暖房機等の優先供給に関する協定を締結するなど、暖房器具等の確保に努めるも

のとする。 

    また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等の確保に努め

るものとする。 

                                               

                                               

                     

第16節 積雪・寒冷対策計画 

 

積雪・寒冷期において災害時は、他の季節に発生する災害に比べて、積雪による被害の拡大や避難

所、避難路の確保等に支障を生じることが懸念される。 

（略） 

２ 交通の確保 

  災害時における、防災関係機関の行う緊急輸送等の災害応急対策の円滑な実施には、道路交通の緊

急確保を図ることが重要である。 

（略） 

 

４ 寒冷対策の推進 

（１）避難所対策 

    市は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、暖房器具等の備蓄や民間企業・

団体と屋内用大型暖房機等の優先供給に関する協定を締結するなど、暖房器具等の確保に努めるも

のとする。 

    また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等の確保に努め

るものとする。 

   なお、冬期における屋外トイレは、寒さなどにより利用環境が悪化するとともに、水道凍結も予

想されることから、冬期間でも使用可能なトイレの調達方法を検討し、民間事業者との協定の締結

などにより、必要な台数の確保に努める。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の追加 

P99 

 

 

P100 

 

 

 

P103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 災害対応対策計画 

第１節 災害情報収集・伝達計画 

（略） 

３ 被害状況報告 

  災害が発生した場合、市長は、別に定める「災害情報・被害状況報告取扱要領」に基づき十勝総合振

興局長に報告するものとする。 

（略） 

５ 災害情報等の報告収集及び伝達計画 

（略） 

（１）異常現象発見時における措置 

  ア 発見者の通報義務 

    災害が発生した場合又は異常現象等を発見した者は、速やかに市長又は警察官もしくは消防機

関に通報しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 災害対応対策計画 

第１節 災害情報収集・伝達計画 

（略） 

３ 被害状況報告 

  災害時、市長は、別に定める「災害情報・被害状況報告取扱要領」に基づき十勝総合振興局長に報告

するものとする。 

（略） 

５ 災害情報等の報告収集及び伝達計画 

（略） 

（１）異常現象発見時における措置 

  ア 発見者の通報義務 

    災害時又は異常現象等を発見した者は、速やかに市長又は警察官もしくは消防機関に通報しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年4月1日

の大空学園義務

教育学校開校に

伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年4月1日

の大空学園義務

教育学校開校に

伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P117 

 

 

 

 

 

 

  

様式２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年4月1日

の大空学園義務

教育学校開校に

伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P127 

 

P128 

第３節 災害広報・情報提供計画 

（略） 

７ 安否情報の提供 

（１）安否情報の照会手続 

（略） 

イ 市は安否情報の照会を受けたときは、当該照会者に対して運転免許証、健康保険の被保険証、外国

人登録証明書、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の四十四第一項に規定する住

民基本台帳カード等の本人確認資料の提示又は提出を求めることなどにより、照会者が本人であること

を確認するものとする。 

 

第３節 災害広報・情報提供計画 

（略） 

７ 安否情報の提供 

（１）安否情報の照会手続 

（略） 

イ 市は安否情報の照会を受けたときは、当該照会者に対して運転免許証、健康保険の被保険証、在留

カード等の本人確認資料の提示又は提出を求めることなどにより、照会者が本人であることを確認する

ものとする。 

 

表記の適正化 

 

P131 

 

 

 

P132 

第４節 応急措置実施計画 

（略） 

２ 市の実施する応急措置 

（略） 

（４）北海道知事に対する応援の要請等 

   市長は、災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、北

海道知事に対し、応援を求め、又は応急措置の実施を要請することができる。 

（５）他の市町村長等に対する応援の要請等  

  ア 市長は、災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、

他の市町村長等に対し応援を求めることができる。 

 

第４節 応急措置実施計画 

（略） 

２ 市の実施する応急措置 

（略） 

（４）北海道知事に対する応援の要請等 

   市長は、災害時において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、北海道知事に対

し、応援を求め、又は応急措置の実施を要請することができる。 

（５）他の市町村長等に対する応援の要請等  

  ア 市長は、災害時において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長

等に対し応援を求めることができる。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

P135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 避難対策計画 

（略） 

１ 避難実施責任者及び措置内容 

風水害、火災等の災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要があると認

められるときは、避難実施責任者は、次により避難の勧告又は指示を行うものとする。 

特に、市は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等

の避難支援対策を充実・強化するものとし、避難勧告、避難指示（緊急）及び災害発生情報のほか、

災害時要援護者の避難に資する避難準備・高齢者等避難開始を必要に応じて伝達する。      

                                               

                                               

                                               

                                               

                                

（１）市長（災害対策基本法第60条、水防法第29条） 

ア 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、警戒巡視等によって得られる情報の収

集並びに過去の災害事例等を勘案し、住民の生命、身体に被害が及ぶおそれがあると判断される

状況に至ったときは、直ちに必要と認める地域の居住者等に対し、次の勧告又は指示を行う。 

 

(ア) 避難のための立退きの勧告又は指示 

 (イ) 必要に応じて行う立退先としての指定緊急避難場所等の避難場所の指示 

(ウ) 屋内での待避等の安全確保措置の指示 

イ 市長は、避難のための立退きの指示、避難場所の指示、屋内での待避等の安全確保措置の指示を

行うことができない場合は、警察官にその指示を求める。 

第５節 避難対策計画 

（略） 

１ 避難実施責任者及び措置内容 

風水害、火災等の災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要があると認め

られるときは、避難実施責任者は、次により避難指示等を発令する。 

特に、市は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の

避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避難指示のほか、災害時要援護者等、特に避難

行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始

することを求めるとともに、高齢者等以外の者に対して、必要に応じて、普段の行動を見合わせ始め

ることや、自主的な避難を呼びかける高齢者等避難を発令する必要がある。 

なお、避難指示等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難指示及

び緊急安全確保を夜間や暴風警報発表時に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時

間帯における高齢者等避難の発令に努めるものとする。 

（１）市長（災害対策基本法第60条、水防法第29条） 

ア 市長は、災害時、警戒巡視等によって得られる情報の収集並びに過去の災害事例等を勘案し、住

民の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するために必要があると認めると

きは、直ちに必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、次の指示を行う。 

 

(ア) 避難のための立退きの指示 

 (イ) 必要に応じて行う立退先としての指定緊急避難場所等の避難場所の指示 

(ウ) 緊急安全確保措置の指示 

イ 市長は、避難のための立退き又は緊急安全確保措置の指示を行うことができない場合は、警察官

にその指示を求める。 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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P135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 市長は、上記の勧告又は指示を行ったときは、その旨を速やかに十勝総合振興局長を通じて知事

に報告する（これらの指示等を解除した場合も同様とする。） 

（略） 

（３）警察官（災害対策基本法第61条、警察官職務執行法第４条） 

ア 警察官は、(１)のイにより市長から要求があったとき、又は市長が指示できないと認めるとき

は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退き又は屋内での待避等の安全確保措

置の指示を行うものとし、避難のための立退きを指示する場合に必要があると認めるときには、

その立退き先について指示することができる。 

その場合、直ちに、その旨を市長に通知するものとする。 

（略） 

２ 避難措置における連絡及び協力等 

（略） 

（２）市は、避難のための立退きの勧告・指示、又は屋内での待避等の安全確保措置の指示を行うに際し

て、必要があると認めるときは、災害対応の多くの専門的知見等を有している地方気象台、河川事務

所等、国や道の関係機関から、災害に関する情報等の必要な助言を求めることができるものとする。 

また、市は、避難勧告や避難指示（緊急）等を発令する際に必要な助言を求めることがで きるよ

う、国や道の関係機関との間でホットラインを構築するなど、災害発生時における連絡体制を整備

するよう努める。 

 

３ 避難の基準と態様 

   避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告・避難指示（緊急）は、災害の危険性の程度により、次の

基準により発令する。避難勧告・避難指示（緊急）は、広報車や報道機関等を通じ、災害状況等の十

分な説明を加えて発令する。 

（１）避難準備・高齢者等避難開始 

    要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階であり、

人的被害の発生する可能性が高まった状況 

（２）避難勧告 

    通常の避難行動ができるものが避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発

生する可能性が明らかに高まった状況 

（３）避難指示（緊急） 

前兆現象の発生や現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断さ

れた状況、堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断

された状況及び人的被害の発生した状況 

 

４ 避難勧告、避難指示（緊急）、災害発生情報及び避難準備・高齢者等避難開始の周知 

   市は、避難勧告等の避難情報を迅速かつ確実に住民に伝達するため、避難勧告等の発令に当たっ

ては、消防機関等関係機関の協力を得つつ、次の事項について、生命や身体に危険が及ぶ恐れがある

ことを認識できるように避難勧告等の伝達文の内容を工夫することや、その対象者を明確にするこ

と、避難勧告等に対応するレベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したとるべき避難行

動について、住民にとって具体的でわかりやすい内容とするよう配慮し、防災行政無線、北海道防災

情報システム、Ｌアラート（災害情報共有システム）、サイレン、広報車両、テレビ、ＣＡＴＶ、ラ

ジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、インターネット

（SNS含む）、緊急情報一斉伝達システムなど複数の手段を有機的に組み合わせ、迅速かつ的確に、

当該地域の住民等に対して伝達し、住民の迅速かつ円滑な避難を図る。 

（略） 

 

ウ 市長は、上記の指示を行ったときは、その旨を速やかに十勝総合振興局長を通じて知事に報告す

る（これらの指示を解除した場合も同様とする。）。 

（略） 

（３）警察官（災害対策基本法第61条、警察官職務執行法第４条） 

ア 警察官は、(１)のイにより市長から要求があったとき、又は市長が指示できないと認めるとき

は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退き又は緊急安全確保措置の指示を行

うものとし、避難のための立退きを指示する場合に必要があると認めるときには、その立退き先

について指示することができる。 

その場合、直ちに、その旨を市長に通知するものとする。 

（略） 

２ 避難措置における連絡及び協力等 

（略） 

（２）市は、避難のための立退き又は緊急安全確保措置の指示を行うに際して、必要があると認めると

きは、災害対応の多くの専門的知見等を有している地方気象台、河川事務所等、国や道の関係機関か

ら、災害に関する情報等の必要な助言を求めることができるものとする。 

また、市は、避難指示等を発令する際に必要な助言を求めることがで きるよう、国や道の関係

機関との間でホットラインを構築するなど、災害時における連絡体制を整備するよう努める。 

 

 

３ 避難の基準と態様 

   避難指示等は、災害の危険性の程度により、次の基準により発令する。発令に際しては、広報車や

報道機関等を通じ、災害状況等の十分な説明を加えて発令する。 

 

（１）高齢者等避難 

    災害が発生するおそれがあり、要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始

しなければならない段階 

（２）避難指示 

   通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、災害が発生する

おそれが高い状況 

（３）緊急安全確保 

災害が発生又は切迫している状況であり、指定緊急避難場所等への立ち退き避難がかえって危

険であると考えられる状況で、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でい

る場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等をする必要がある状況 

 

４ 避難指示等の周知 

   市は、避難指示等の避難情報を迅速かつ確実に住民に伝達するため、避難指示等の発令に当たっ

ては、消防機関等関係機関の協力を得つつ、次の事項について、生命や身体に危険が及ぶおそれがあ

ることを認識できるように避難指示等の伝達文の内容を工夫することや、その対象者を明確にする

こと、避難指示等に対応するレベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したとるべき避難

行動について、住民にとって具体的でわかりやすい内容とするよう配慮し、防災行政無線、北海道防

災情報システム、Ｌアラート（災害情報共有システム）、サイレン、広報車両、テレビ、ＣＡＴＶ、

ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、インターネット

（SNS含む）、緊急情報一斉伝達システムなど複数の手段を有機的に組み合わせ、迅速かつ的確に、

当該地域の住民等に対して伝達し、住民の迅速かつ円滑な避難を図る。 

（略） 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字の修正 
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P137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P138 

 

 

 

 

 

 

 

 

P139 

 

 

 

 

 

 

 

P140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ラジオ、テレビ、有線放送、電話等による伝達 

    各報道機関に対し、避難勧告、避難指示（緊急）又は避難準備・高齢者等避難開始を行った旨

を連絡し、関係住民に伝達すべき事項を示し報道するよう協力を求めるとともに、インターネッ

ト（SNS含む）、緊急情報一斉伝達システム、コミュニティＦＭ放送、緊急情報メール、北海道防

災情報システムのメールサービス、電話等を通じ伝達する。 

（略） 

５ 指示伝達事項 

   指示伝達する内容は、生命や身体に危険が及ぶ恐れがあることを認識できるなど、住民にとって

具体的でわかりやすい内容とするよう配慮する。 

（１）避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊急）を発令した者 

（２）避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊急）の理由 

（略） 

６ 避難の方法 

（１）避難誘導 

（略） 

    市は、災害の状況に応じて避難勧告等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、近隣の

より安全な建物への「緊急的な退避」や、「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がと

れるよう努めるものとする。特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合において

は、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に

状況を伝達することに努めるものとする。 

（略） 

10 避難所の運営管理等   

（略） 

（新規）                                           

                                               

                                               

                                               

                                     

（略） 

 （新規）                                          

                                

 （新規）                                          

                                            

 （新規）                                          

                                               

 （新規）                                          

                                               

                                               

                     

（略） 

 

 

 

 

 

 

（２）ラジオ、テレビ、有線放送、電話等による伝達 

    各報道機関に対し、避難指示等を行った旨を連絡し、関係住民に伝達すべき事項を示し報道す

るよう協力を求めるとともに、インターネット（SNS含む）、緊急情報一斉伝達システム、コミュ

ニティＦＭ放送、緊急情報メール、北海道防災情報システムのメールサービス、電話等を通じ伝

達する。 

（略） 

５ 指示伝達事項 

   指示伝達する内容は、生命や身体に危険が及ぶ恐れがあることを認識できるなど、住民にとって

具体的でわかりやすい内容とするよう配慮する。 

（１）避難指示等を発令した者 

（２）避難指示等の理由 

（略） 

６ 避難の方法 

（１）避難誘導 

（略） 

    市は、災害の状況に応じて避難指示等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により指定避難

場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「近隣のより安全な場所」への避難や、「屋内安全

確保」といった適切な避難行動を住民がとれるよう努めるものとする。特に、台風による大雨発

生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなる

まで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めるものとする。 

（略） 

10 避難所の運営管理等   

（略） 

（８）市は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・DVの発生を防止するため、女性用と

男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用で

きる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・DVについての注意喚起のためのポスターを掲載す

るなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院等との連携の下、

被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

（略） 

（12）市は、被災地において感染症の発生、拡大が見られる場合は、防災担当部局と健康福祉担当部局が

連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

（13）車中泊をしている避難者に対しては、トイレの情報やエコノミークラス症候群、一酸化炭素中毒、

冬季間の寒さ対策等の予防対策処置等について周知を行い、健康への配慮を行うものとする。 

（14）市は、指定避難所における感染症対策のため、避難者等の健康状態を確認するとともに、十分な避

難スペースを確保し、定期的に換気を行うなど避難所の衛生環境を確保するよう努めるものとする。 

（15）避難所において感染症が発生又はその疑いがある場合の対応については、感染者の隔離や病院へ

の搬送方法など、事前に防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、適切な対応を検討しておく

ものとし、感染者又は感染が疑われる者が現れた場合は、専用スペースを確保し、他の避難者とは区

域と動線を分けるなど必要な措置を講じる。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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P142

－1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 警戒区域の設定 

（略） 

（３）知事による代行(基本法第73条) 

知事(十勝総合振興局長)は、災害が発生した場合、当該災害により市がその全部又は大部分の事

務を行うことができなくなったときは、市長に代わって警戒区域を設定することとする。 

（略） 

 

 （新規）    

              

                                               

                                               

     

               

                                               

                  

 

            

                                               

                         

                                        

                                               

                                               

   

                                              

                     

           

                                               

                                               

            

          

                                               

                                               

                                               

                                               

              

15 広域一時滞在 

 

 

 

 

 

 

14 警戒区域の設定 

（略） 

（３）知事による代行(基本法第73条) 

知事(十勝総合振興局長)は、災害時、当該災害により市がその全部又は大部分の事務を行うこと

ができなくなったときは、市長に代わって警戒区域を設定することとする。 

（略） 

 

15 広域避難 

（１）広域避難の協議等 

   市は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急

避難場所の提供が必要であると判断した場合は、広域避難に係る協議等を行う事ができるものとす

る。 

（２）道内における広域避難 

   市は、道内の他市町村への広域的な避難等が必要であると判断した場合には、当該市町村に対し

て直接協議を行うものとする。 

 

（３）道外への広域避難 

ア 市は、他の都道府県の市町村への広域的な避難等が必要であると判断した場合には、道に対し

当該他の都府県との協議を求めるものとする。 

  イ 道は、市から協議の求めがあった場合、他の都府県と協議を行うものとする。 

ウ 道は、市からの求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団

体における避難者の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域避難について助言を行うものとす

る。 

エ 市は、事態に照らして緊急を要すると認めるときは、アによらず、知事に報告した上で、自ら他

の市町村に協議することができるものとする。 

（４）避難者の受入れ 

  市は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供することについ

ても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定してお

くよう努めるものとする。 

（５）関係機関の連携 

  ア 道、市、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間で

適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するように努めるものとする。 

  イ 道及び関係機関は、避難者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、放送事

業者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるように努

めるものとする。 

16 広域一時滞在 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P145 第７節 災害警備計画 

（略） 

１ 警察活動の任務 

  災害発生時における警察活動は、次に掲げる事項を主な任務として行うものとする。 

（略） 

３ 災害発生時の警察活動 

  災害に際し、関係機関との連携の下で災害警備に関する警察活動を行う。 

（１）被害状況の収集方法 

   災害発生時の初期的段階における被害情報の収集方法は、現場警察官からの報告、被災者及び他

関係機関からの通報のほか、警察職員の警察署等への参集途中における被害状況の報告等、あらゆ

る方法により収集する。 

（略） 

 

第７節 災害警備計画 

（略） 

１ 警察活動の任務 

  災害時における警察活動は、次に掲げる事項を主な任務として行うものとする。 

（略） 

３ 災害時の警察活動 

  災害に際し、関係機関との連携の下で災害警備に関する警察活動を行う。 

（１）被害状況の収集方法 

   災害時の初期的段階における被害情報の収集方法は、現場警察官からの報告、被災者及び他関係

機関からの通報のほか、警察職員の警察署等への参集途中における被害状況の報告等、あらゆる方

法により収集する。 

（略） 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

P147 

 

 

 

P148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 交通応急対策計画 

（略） 

１ 交通応急対策の実施 

（略） 

（５）帯広市     及びとかち広域消防局 

   ア 市が管理している道路で災害が発生した場合は、道路の警戒に努めるとともに、交通の危険を

防止するため必要があると認めるときは、その通行を禁止し、又は制限するとともに迂回路等を

的確に指示し、関係機関との連絡を密にし、交通の確保に努めるものとする。 

（略） 

（８）道路管理者 

   災害が発生した場合において、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の

通行を確保するための緊急の必要があるときは、指定道路区間を指定し、当該車両等その他の物件

の移動等必要な措置をとることができる。 

（略） 

２ 道路の交通規制 

（１）道路交通網の把握 

    災害が発生した場合、道路管理者及び北海道公安委員会(北海道警察)は、相互に綿密な連  携

を図るとともに、関係機関の協力を得て、次の事項を中心に被災地内の道路及び交通の状  況に

ついて、その実態を把握するものとする。 

（略） 

４ 北海道緊急輸送道路ネットワーク計画 

  地震をはじめとする災害発生時においては、緊急輸送を円滑かつ確実に実施できる道路が必要  

   あり、それらの道路については耐震性が確保されているとともに、ネットワークとして機能

することが重要である。 

このため、北海道開発局、北海道、東日本高速道路㈱北海道支社等の道路管理者と北海道警察  

    等の災関係機関からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会では、緊急輸

送を確保するため必要な道路（以下「緊急輸送道路」という。）を定め、緊急輸送道路のネットワー

ク化を図る北海道緊急輸送道路ネットワーク計画を策定しており、各道路管理者は、この計画に基

づき緊急輸送道路の整備を計画的に推進することとしている。北海道緊急輸送道路ネットワーク計

画の概要は、次のとおりである。 

（略） 

 

 

第８節 交通応急対策計画 

（略） 

１ 交通応急対策の実施 

（略） 

（５）帯広市（道路班）及びとかち広域消防局 

   ア 市が管理している道路で災害時は、道路の警戒に努めるとともに、交通の危険を防止するため

必要があると認めるときは、その通行を禁止し、又は制限するとともに迂回路等を的確に指示し、

関係機関との連絡を密にし、交通の確保に努めるものとする。 

（略） 

（８）道路管理者 

   災害時において、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確保す

るための緊急の必要があるときは、指定道路区間を指定し、当該車両等その他の物件の移動等必要

な措置をとることができる。 

（略） 

２ 道路の交通規制 

（１）道路交通網の把握 

    災害時、道路管理者及び北海道公安委員会(北海道警察)は、相互に綿密な連携を図るとともに、

関係機関の協力を得て、次の事項を中心に被災地内の道路及び交通の状況について、その実態を把

握するものとする。 

（略） 

４ 北海道緊急輸送道路ネットワーク計画 

緊急輸送道路は、災害直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路であ

り、耐震性を有し、災害時にネットワークとして機能することが重要である。 

    このため、北海道開発局、北海道、東日本高速道路株式会社等の道路管理者と北海道警察、陸上自

衛隊等の防災関係機関からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会では、緊急輸送

を確保するため必要な「緊急輸送道路」を定め、緊急輸送道路のネットワーク化を図る北海道緊急

輸送道路ネットワーク計画を策定している。各道路管理者は、この計画に基づき緊急輸送道路の整

備を計画的に推進することとしている。北海道緊急輸送道路ネットワーク計画の概要は、次のとお

りである。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

帯広市の対応主

体を明確化 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「北海道緊急輸

送道路ネットワ

ーク計画書」改

定に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 



帯広市地域防災計画（一般災害編）新旧対照表 

26 

 

頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P151 

 

 

 

 イ 対象道路 

        既設道路及び概ね5ヵ年内に供用予定の道路を対象とすることを基本とする。河川管理用道路、

臨港道路等、道路法上の道路以外の道路についても必要に応じ計画に含めることとする。 

（２）緊急輸送道路の区分及び道路延長（平成28年3月末時点） 

      緊急輸送道路ネットワークは、災害発生後の利用特性により、次のとおり区分しているが、  

北海道の広域性を反映して、緊急輸送道路総延長は10,942.2㎞に上っている。 

  ア 第１次緊急輸送道路ネットワーク 

        道庁所在地(札幌市)、地方中心都市及び重要港湾、地方港湾（耐震強化岸壁を有するもの）、

拠点空港、公共用ヘリポート、総合病院、自衛隊、警察、消防等を連絡する道路 

〈道路延長7,092㎞〉 

イ 第２次緊急輸送道路ネットワーク 

        第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点(行政機関、公共機関、主要駅、地方港湾（耐

震強化岸壁を有するものを除く）、第３種漁港、第４種漁港（耐震強化岸壁を有するもの）地方管

理空港、共用空港、その他の空港、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路 

    〈道路延長3,579㎞〉 

  ウ 第３次緊急輸送道路ネットワーク 

    第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡する道路〈道路延長270.8㎞〉 

 

イ 対象道路 

        既設道路及び概ね令和７年度までに供用予定の道路を対象とすることを基本とする。河川管理

用道路、臨港道路等、道路法上の道路以外の道路についても必要に応じ計画に含めることとする。 

（２）緊急輸送道路の区分及び道路延長            

      緊急輸送道路ネットワークは、災害発生後の利用特性により、次のとおり区分しているが、北海

道の広域性を反映して、緊急輸送道路総延長は11,371㎞に上っている。 

  ア 第１次緊急輸送道路ネットワーク 

        道庁所在地(札幌市)、地方中心都市及び重要港湾、地方港湾（耐震強化岸壁を有するもの）、

拠点空港、公共用ヘリポート、総合病院、自衛隊、警察、消防等を連絡する道路〈道路延長

7,245㎞〉 

イ 第２次緊急輸送道路ネットワーク 

        第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点(行政機関、公共機関、主要駅、地方港湾（耐

震強化岸壁を有するものを除く）、第３種漁港、第４種漁港（耐震強化岸壁を有するもの）地方管

理空港、共用空港、その他の空港、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路 

    〈道路延長3,831㎞〉 

  ウ 第３次緊急輸送道路ネットワーク 

    第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡する道路〈道路延長295㎞〉 

 

 

「北海道緊急輸

送道路ネットワ

ーク計画書」改

定に基づく修正 

P161 第11節 給水計画 

災害によって広域的断水が発生した時には、市民に対し生活に必要な飲料水をできるだけ公平に供給

することが重要である。市民が飲料水に対する不安感から混乱することが予想され、このことが応急給

水活動時の大きな障害となることが想定される。 

 そのために、市民に対し十分な広報活動を行い、理解と協力を元に官民一体となった活動を実施する。

なお、給水計画は、帯広市上下水道事業災害対策計画の応急給水計画の定めるところによる。 

第11節 給水計画 

災害によって広域的断水が発生した時には、市民に対し生活に必要な飲料水をできるだけ公平に供給

することが重要である。市民が飲料水に対する不安感から混乱することが予想され、このことが応急給

水活動時の大きな障害となることが想定される。 

 そのために、市民に対し十分な広報活動を行い、理解と協力を元に官民一体となった活動を実施する。

なお、給水計画は、帯広市上下水道事業災害対策計画の災害応急対策計画の定めるところによる。 

 

記載の修正 

P177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16節 ガス施設災害応急計画 

（略） 

 １ 非常態勢（緊急措置及び対策本部の設置） 

（１）帯広ガス㈱は、災害が発生した場合、災害の迅速かつ適切な処置を講ずるため、必要に応じ災

害対策本部を設置する。 

（略） 

ガス供給状況 

都市ガス地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※平成29年11月30日現在 

 

 

 

第16節 ガス施設災害応急計画 

（略） 

 １ 非常態勢（緊急措置及び対策本部の設置） 

（１）帯広ガス㈱は、災害時、災害の迅速かつ適切な処置を講ずるため、必要に応じ災害対策本部を設

置する。 

（略） 

ガス供給状況 

都市ガス地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※令和３年11月30日現在 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P177 LPガス集中供給地区 

 

 

 

 

   ※平成29年11月30日現在 

LPガス集中供給地区 

 

 

 

 

     ※令和３年11月30日現在 

 

 

時点修正 

 

 

 

P181 第18節 医療救護計画 

（略） 

２ 医療救護対策 

（略） 

（３）応急救護所は、原則として収容避難所のうち、各地区の中学校        を指定するもの

とする。 

 

第18節 医療救護計画 

（略） 

２ 医療救護対策 

（略） 

（３）応急救護所は、原則として収容避難所のうち、各地区の中学校及び義務教育学校を指定するもの

とする。 

 

 

令和4年4月1日

の大空学園義務

教育学校開校に

伴う修正 

P187 第21節 飼養動物対策計画 

（略） 

２ 飼養動物の取扱い 

（１）動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）及び北  海道

動物の愛護及び管理に関する条例（平成１３年条例第３号、以下       「条例」という。）

に基づき、災害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。 

（２）災害発生における動物の避難は、条例第６条第１項第４号の規定により、動物の飼い主が自己責

任において行うものとする。 

（３）災害発生時において、道及び市は、関係団体の協力を得て、逸走犬等を保護・収容するなど適切な

処置を講ずるとともに、住民等に対し、逸走犬等の収容について周知を図るものとする。 

（略） 

 

第21節 飼養動物対策計画 

（略） 

２ 飼養動物の取扱い 

（１）動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）及び北海道動物

の愛護及び管理に関する条例（平成１３年条例第３号、以下この節において「条例」という。）に基

づき、災害時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。 

（２）災害発生における動物の避難は、条例第６条第１項第４号の規定により、動物の飼い主が自己責

任において行うものとする。 

（３）災害時において、道及び市は、関係団体の協力を得て、逸走犬等を保護・収容するなど適切な処置

を講ずるとともに、住民等に対し、逸走犬等の収容について周知を図るものとする。 

（略） 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正

等 

P189 第22節 文教対策計画 

（略） 

１ 実施責任 

（略） 

（３）災害発生時に迅速かつ適切な対応を図るために、各学校では平素から災害に備え教職員の任務の

分担、相互の連携、時間外における参集等についての体制を整備する。 

（略） 

５ 学用品の給与状況記録 

（略） 

様式１ 

学用品の給与の状況 

 

 

 

 

 

第22節 文教対策計画 

（略） 

１ 実施責任 

（略） 

（３）災害時に迅速かつ適切な対応を図るために、各学校では平素から災害に備え教職員の任務の分

担、相互の連携、時間外における参集等についての体制を整備する。 

（略） 

５ 学用品の給与状況記録 

（略） 

様式１ 

学用品の給与の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年4月1日

の大空学園義務

教育学校開校に

伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P193 第23節 住宅対策計画 

 ２ 実施の方法 

（略） 

（２）応急仮設住宅 

（略） 

  ウ 応急仮設住宅の建設 

原則として応急仮設住宅の設置は、知事が行う。なお、建設場所については、原則として、市有

地とする。ただし、市有地で適当な場所がない場合は、適当な公有地及び私有地とする。 

（略） 

第23節 住宅対策計画 

 ２ 実施の方法 

（略） 

（２）応急仮設住宅 

（略） 

  ウ 建設型応急住宅の建設 

原則として建設型応急住宅の設置は、知事が行う。なお、建設場所については、原則として、市

有地とする。ただし、市有地で適当な場所がない場合は、適当な公有地及び私有地とする。 

（略） 

 

令和元年 10月 1

日内閣府告示第

89 号を踏まえた

修正 

P221 

 

 

 

 

 

P223 

第32節 広域応援・受援計画 

大規模災害等が発生した場合において、災害応急対策を円滑に実施するための広域応援・受援対策に

ついては、この計画の定めるところによる。 

（略） 

 ２実施内容 

（略） 

オ 「道東六市防災協定」に基づく応援・受援の実施 

     この協定は、道東地域で大規模災害が発生した場合において、都市間の連携・応援体制によ

り、災害応急対策が円滑に実施できるように、平成８年５月に締結した協定である。 

 

第32節 広域応援・受援計画 

大規模災害時等において、災害応急対策を円滑に実施するための広域応援・受援対策については、こ

の計画の定めるところによる。 

（略） 

 ２実施内容 

（略） 

オ 「道東六市防災協定」に基づく応援・受援の実施 

     この協定は、道東地域で大規模災害時において、都市間の連携・応援体制により、災害応急

対策が円滑に実施できるように、平成８年５月に締結した協定である 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

P231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P232 

第36節 災害救助法の適用基準 

（略） 

２ 災害救助法の適用基準  

            

    本市における災害救助法による救助は、別紙１に掲げる程度の災害が発生した場合において、当該

災害にかかり現に救助を必要とする者に対して行うものとする。 

                

                                               

                                               

        

（略） 

             

救助の種類 実施期間 実施者区分 

（略） （略） （略） 

住宅の応急修理 １か月以内 市町村 

（略） （略） （略） 

 

 

 （新規）            

 

 

 

 

 

 

第36節 災害救助法の適用基準 

（略） 

２ 災害救助法の適用基準  

（１）災害が発生した場合 

    本市における災害救助法による救助は、別紙１に掲げる程度の災害時において、当該災害にかかり

現に救助を必要とする者に対して行う。 

（２）災害が発生するおそれがある場合 

  災害が発生するおそれがある段階において、国が災害対策基本法に基づく災害対策本部を設置し、

所管区域を告示した場合で、当該所管区域内の市町村において現に救助を必要とする者に対して行

う。 

（略） 

（１）災害が発生した場合 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

（略） （略） （略） 

住宅の応急修理  3か月以内 

（国の災害対策本部が設置さ

れた場合は、6か月以内） 

市町村 

（略） （略） （略） 

（２）災害が発生するおそれがある場合 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 
救助を開始した日から、災害が発生しないと判

明し、現に救助の必要がなくなった日まで 
市町村 

 

 

 

内閣府告示改正

に伴う修正等 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P235 第37節 被災者援護支援 

災害が発生した場合において、各種被災者支援策に必要となる罹災証明書の交付や被災者に対する

救護支援のための被災者台帳の作成等については、次に定めることによる。 

１ 罹災証明書の交付 

（略） 

（３）罹災証明書の交付 

災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者等からの申請によ         るものとする。 
 

第37節 被災者援護支援 

災害時において、各種被災者支援策に必要となる罹災証明書の交付や被災者に対する救護支援のた

めの被災者台帳の作成等については、次に定めることによる。 

１ 罹災証明書の交付 

（略） 

（３）罹災証明書の交付 

災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者等からの申請により、遅滞なく交付するものとする。 
 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

記載の追加 

P239 

 

 

P240 

 

 

 

 

 

 

 

 

P241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 事故災害対策計画 

第１節 航空災害対策計画 

（略） 

３ 災害応急対策 

（１）情報通信 

    航空災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、  次に

より実施するものとする｡ 

  ア 情報通信連絡系統 

     航空災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、次のとおりとする｡ 

  イ 実施事項 

  （ア）関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

４ 応急活動体制  

（１）災害対策組織 

   市長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応援活動体制を

整え、関係機関と連携をとりながら、災害応急対策を実施する。 

（２）災害（事故）対策現地合同本部の設置 

   市長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、救難活動を迅速かつ的確に実

施するため、関係機関と必要に応じて協議のうえ、次に記載する帯広市航空災害救難対策本部要綱

に基づき救難対策本部を設置する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 事故災害対策計画 

第１節 航空災害対策計画 

（略） 

３ 災害応急対策 

（１）情報通信 

 航空災害時の情報の収集及び通信等は、次により実施するものとする｡ 

  ア 情報通信連絡系統 

     航空災害時の連絡系統は、次のとおりとする｡ 

  イ 実施事項 

  （ア）関係機関は、災害時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

 

４ 応急活動体制  

（１）災害対策組織 

   市長は、航空災害時、その状況に応じて応援活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、災害

応急対策を実施する。 

（２）災害（事故）対策現地合同本部の設置 

   市長は、航空災害時には、救難活動を迅速かつ的確に実施するため、関係機関と必要に応じて協

議のうえ、次に記載する帯広市航空災害救難対策本部要綱に基づき救難対策本部を設置する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P241 

 

 

 

 

P242 

 

 

 

 

 

 

P243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 

《 帯広市航空災害救難対策本部要綱 》 

（略） 

第３条 救難対策本部は、次に掲げる関係諸団体の長及び職員をもって組織する。 

（略） 

 （11）帯広空港ターミナルビル㈱ 

 （12）（一社）帯広市医師会 

 （13）（一社）十勝医師会 

 （14）㈱NTT東日本‐北海道 北海道東支店 

 （15）その他 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

別表１ 

《 帯広市航空災害救難対策本部要綱 》 

（略） 

第３条 救難対策本部は、次に掲げる関係諸団体の長及び職員をもって組織する。 

（略） 

 （11）帯広空港ターミナルビル㈱ 

 （11）（一社）帯広市医師会 

 （12）（一社）十勝医師会 

 （13）㈱NTT東日本‐北海道 北海道東支店 

 （14）その他 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道エアポー

ト（株）への吸収

合併に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P244 

 

 

 

 

６ 医療救護活動 

  航空災害時における医療救護活動については、第５章第18節「医療救護計画」に定める。ただし、

帯広空港及びその周辺における航空災害発生時は、北海道エアポート株式会社と一般社団法人帯広市

医師会並びに一般社団法人十勝医師会との間で締結した「航空災害時の医療救護活動に関する協定」

に基づき、それぞれの医師会に救護要員の派遣又は待機を要請する。 

 

６ 医療救護活動 

  航空災害時における医療救護活動については、第５章第18節「医療救護計画」に定める。ただし、

帯広空港及びその周辺における航空災害発生時は、北海道エアポート株式会社と一般社団法人帯広市

医師会並びに一般社団法人十勝医師会との間で締結した「帯広空港医療救護活動に関する協定」に基

づき、それぞれの医師会に救護要員の派遣又は待機を要請する。 

 

 

 

 

 

北海道エアポー

ト（株）への吸収

合併に伴う修正 

P245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 鉄道災害対策計画 

（略） 

３ 災害応急対策 

（１）情報通信 

鉄道災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、次により

実施するものとする｡ 

  ア 情報通信連絡系統 

     鉄道災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、次のとおりとする｡ 

  イ 実施事項 

  （ア）関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

13 鉄道事業者の災害対策 

（１）災害時の活動体制 

      社長及び支社長は、重大な災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合には、これに対処

するため、必要に応じて災害対策本部を設置するものとする。 

（略） 

 

第２節 鉄道災害対策計画 

（略） 

３ 災害応急対策 

（１）情報通信 

鉄道災害時の情報の収集及び通信等は次により実施するものとする｡ 

  ア 情報通信連絡系統 

     鉄道災害時の連絡系統は、次のとおりとする｡ 

  イ 実施事項 

  （ア）関係機関は、災害時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

 

（略） 

13 鉄道事業者の災害対策 

（１）災害時の活動体制 

      社長及び支社長は、重大な災害時には、これに対処するため、必要に応じて災害対策本部を設置

するものとする。 

（略） 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

P249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 道路災害対策計画 

１ 基本方針 

道路構造物の被災又は高速自動車国道における車両の衝突等により、大規模な救急救助活動や消火

活動等が必要とされている災害(以下｢道路災害｣という｡)が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し、被害の軽減を図るため実施する応急対策は、

この計画の定めるところによる｡ 

（略） 

３ 災害応急対策 

（１）情報通信連絡系統 

    道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、次により

実施するものとする｡ 

（略） 

 

 

 

 

第３節 道路災害対策計画 

１ 基本方針 

道路構造物の被災又は高速自動車国道における車両の衝突等により、大規模な救急救助活動や消火

活動等が必要とされている災害(以下｢道路災害｣という｡)時に、早期に初動体制を確立して、その拡大

を防御し、被害の軽減を図るため実施する応急対策は、この計画の定めるところによる｡ 

 

（略） 

３ 災害応急対策 

（１）情報通信連絡系統 

    道路災害時の情報の収集及び通信等は、次により実施するものとする｡ 

 

（略） 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P250 

 

 

P251 

（２）実施事項 

  ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

５ 応急活動体制 

（１）市長は、道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その状況に応じて応急活動体制を

整え、その地域に係る災害応急対策を実施するものとする。 

 

（２）実施事項 

  ア 関係機関は、災害時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

５ 応急活動体制 

（１）市長は、道路災害時には、その状況に応じて応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を

実施するものとする。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

P253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P254 

第４節 危険物等災害対策計画 

１ 基本方針 

  危険物等(危険物、火薬類、高圧ガス、毒物、劇物、放射性物質)の漏洩、流出、火災、爆発等によ

り死傷者が多数発生する等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に早期に初期体制を確立し

て、その拡大を防御し、被害の軽減を図るための応急対策は、この計画の定めるところによる。 

（略） 

４ 災害応急対策 

（１）情報通信系統 

危険物等災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、次のとおりとする。 

（略） 

  ア 実施事項 

  （ア）関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

５ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

   市長は、危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体

制を整え、関係機関と連携をとりながら災害応急対策を実施する。 

 

第４節 危険物等災害対策計画 

１ 基本方針 

  危険物等(危険物、火薬類、高圧ガス、毒物、劇物、放射性物質)の漏洩、流出、火災、爆発等によ

り死傷者が多数発生する等の災害時に早期に初期体制を確立して、その拡大を防御し、被害の軽減を図

るための応急対策は、この計画の定めるところによる。 

（略） 

４ 災害応急対策 

（１）情報通信系統 

危険物等災害時の連絡系統は、次のとおりとする。 

（略） 

  ア 実施事項 

  （ア）関係機関は、災害時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

５ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

   市長は、危険物等災害が発生時、その状況に応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携をとり

ながら災害応急対策を実施する。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

P257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 大規模な火事災害対策計画 

１ 基本方針 

 死傷者が多数発生する等、大規模に火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、早期に初

動体制を確立して、その拡大を防御し、被害の軽減を図るため実施する予防及び応急対策は、この計画

の定めるところによる。 

（略） 

３ 災害応急対策 

（１）情報通信 

    大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、次のとおりと

する。 

（略） 

（２）実施事項 

  ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

第５節 大規模な火事災害対策計画 

１ 基本方針 

 死傷者が多数発生する等、大規模な火事災害時に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し、

被害の軽減を図るため実施する予防及び応急対策は、この計画の定めるところによる。 

 

（略） 

３ 災害応急対策 

（１）情報通信 

    大規模な火事災害時の連絡系統は、次のとおりとする。 

 

（略） 

（２）実施事項 

  ア 関係機関は、災害時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P258 ５ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

   市長は、大規模な火事災害が発生し又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動

体制を整え、関係機関と連携を図りながら災害応急対策を実施するものとする。 

５ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

   市長は、大規模な火事災害時、その状況に応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携を図りな

がら災害応急対策を実施するものとする。 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

P261 

 

 

 

 

 

 

P262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P263 

 

 

P264 

第６節 林野火災対策計画 

１ 基本方針 

 広範囲にわたり林野の焼失等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、早期に初動体制を

確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため実施する予防及び応急対策は、この計画の定めると

ころによる。 

（略） 

 

 ３ 気象情報対策 

（略） 

 （２）伝達系統 

   林野火災気象通報の伝達系統は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 応急対策 

（１）情報通信 

  ア 情報通信連絡系統 

        広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系

統は、次のとおりとする｡ 

（略） 

 （２）実施事項 

   ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

６ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

   市長は、広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し又は発生するおそれがある場合、その状況

に応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら応急対策を実施するものとする。 

（略） 

７ 消防活動 

  消防機関は、林野火災が発生した場合、関係機関の積極的な協力を求め、第４章第10節「消防計画」

の定めるところにより消防活動を行うものとする。 

第６節 林野火災対策計画 

１ 基本方針 

 広範囲にわたり林野の焼失等の災害時に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減

を図るため実施する予防及び応急対策は、この計画の定めるところによる。 

 

（略） 

 

 ３ 気象情報対策 

（略） 

 （２）伝達系統 

   林野火災気象通報の伝達系統は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 応急対策 

（１）情報通信 

    情報通信連絡系統 

        広範囲にわたる林野の焼失等の災害時の連絡系統は、次のとおりとする｡ 

 

（略） 

 （２）実施事項 

   ア 関係機関は、災害時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

（略） 

６ 応急活動体制 

（１）市の災害対策組織 

   市長は、広範囲にわたる林野の焼失等の災害時、その状況に応じて応急活動体制を整え、関係機

関と連携をとりながら応急対策を実施するものとする。 

（略） 

７ 消防活動 

  消防機関は、林野火災の発生時、関係機関の積極的な協力を求め、第４章第10節「消防計画」の定

めるところにより消防活動を行うものとする。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

帯広測候所の伝

達系統の変更に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P266 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 第７節 大規模停電災害対策計画 

１ 基本方針 

大規模停電災害により、市民の生命、身体、財産に被害が生じた場合、または生じるおそれがある場

合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する

各種の予防、応急対策については、本計画の定めるところによる。 

 

２ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力するとともに、大規模停電災害を未然に防止し、ま

たは被害を軽減するため、必要な対策を実施するものとする。 

（１）北海道電力株式会社・北海道電力ネットワーク株式会社 

ア 電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化を図るため、別に定める「防災業務計画」によっ

て両社一体となり災害予防措置を講じるものとする。 

イ 電力設備については、国の基準等に基づく耐震性の確保はもとより、設備構成の多重化や系統

監視・制御システム等により電力供給システム全体としての耐災性機能を確保する。 

ウ 災害対策を円滑かつ適切に推進するため、関係機関と連携し防災訓練を実施するなど、災害発

生時に対策が有効に機能することを確認する。 

（２）帯広市 

大規模停電時に電源車の配備等、関係機関から円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ病院、

要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する

施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量等を収集・整理し、リスト化を行う。 

（３）防災関係機関 

ア 災害時における応急活動等に関し、あらかじめ協定の締結を行う等、平常時から関係機関相互

の連携体制の強化を図るものとする。 

イ 非常用電源を整備するとともに、その燃料を満量にしておくなど、停電時に対応できる電源を

確保するものとする。 

ウ 市民に向けて、通電火災といった大規模停電時に起こりうる事故等について周知を行うものと

する。 

エ 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手段、関係機関との連携

等について、徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする。 

オ 関係機関と相互に連携して、電力供給がひっ迫した際の連絡体制や節電対策を整備するものと

する。 

カ 大規模な災害発生のおそれがある場合、それぞれが所有する電源車、発電機等の配備状況等を

確認の上、リスト化するよう努めるものとする。 

（４）病院等の重要施設 

病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設は、非常用電源を整備するとと

もに、その燃料を満量にしておくなど、停電時に対応できる電源の確保に努めるものとする。 

 

３ 災害応急対策 

１ 情報通信 

  大規模停電災害時の情報収集及び通信等は、次により実施するものとする。 

 （１）情報通信連絡系統 

    大規模停電災害時の連絡系統は、別記１のとおりとする。 

  

 

 

 

 

大規模停電災害

対策計画の追加 
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P266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実施事項 

  ア 関係機関は、災害時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

イ 関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に

連絡するものとする。 

ウ 関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等を行うも

のとする。 

 

４ 災害広報 

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、停電

地域の住民に対して行う災害広報は、第５章第３節「災害広報・情報提供計画」の定めによるほか、次

により実施するものとする。  

（１）実施機関 

   帯広市、北海道、北海道警察、北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社 

（２）実施事項 

実施機関は、地域住民や帰宅困難者などからの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、地域

住民等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供するものとする。 

   ア 停電及び停電に伴う災害の状況 

   イ 関係機関の災害応急対策に関する情報 

   ウ 停電の復旧の見通し 

   エ 避難の必要性等、地域に与える影響 

   オ その他必要な事項 

 

５ 応急活動体制 

（１）帯広市 

市長は、大規模停電災害時、その状況に応じて応急活動体制を整え、帯広市に係る災害応急対策

を実施する。 

（２）北海道 

   知事は、大規模停電災害時、その状況に応じて北海道地域防災計画第３章第１節「組織計画」の

定めるところにより災害応急対策を実施する。 

（３）防災関係機関 

   防災関係機関の長は、大規模停電災害時、その状況に応じて応急活動体制を整え、関係機関と連

携をとりながら、その所管に係る応急対策を実施する。 

（４）北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社 

ア 電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化を図るため、両社一体となって災害応急対策を講ず

るものとする。 

イ 早期の停電復旧活動を行うために、防災体制を発令、対策要員を招集し、非常事態対策組織本部

を設置して非常災害対策活動を実施する。 

ウ 大規模災害が発生し北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社のみで早期停電解

消が困難な場合に備え、関係機関及び他電力会社との連携・協力体制も整備する。 

 

６ 消防活動 

 大規模停電災害時における消防活動は、次により実施するものとする。 

  ア エレベーターの閉じ込め事故に対し施設管理者、保守業者等と連携した救助 

  イ 火災発生に対する迅速な消火活動 

  ウ 医療機関との連携による円滑な救急搬送 

 

 

大規模停電災害

対策計画の追加 
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P268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 医療救護活動 

市は、医療機関、福祉施設における患者、入所者の対応状況の確認を行い、必要な措置を実施するも

のとする。その他、大規模停電災害時における医療救護活動については、第５章第18節「医療救護計

画」の定めにより実施する。 

 

８ 交通対策 

災害の拡大防止及び交通の確保のため、第５章第８節「交通応急対策計画」の定めによるほか、次の

必要な交通対策を行うものとする。 

（１）北海道警察 

信号機の停止により、交通事故の発生や、人命救助のための人員輸送及び緊急物資輸送等に支

障を来すことを防止するため、交通整理員を適切に配置すること。 

 （２）道路管理者 

ロードヒーティング停止による路面凍結に起因する事故を防止するため、道路パトロールの強

化、除雪や凍結防止剤の散布による通行の確保や、必要に応じた交通規制を行うとともに、関係

機関との道路情報の共有を行うものとする。 

 

９ 避難所対策 

大規模停電災害により市民の生命及び身体の安全、保護を図るため必要がある場合は、第５章第５節

「避難対策計画」の定めにより実施するものとする。 

 

10 応急電力対策 

 （１）緊急的な電力供給 

ア 道は、大規模停電時には、直ちに、あらかじめリスト化した重要施設の非常用電源の設置状況

を踏まえ、関係市町村を通して、これらの施設の非常用電源の稼働状況を確認の上、電源の確保

が必要な施設の把握を行い、電源車等の配備先の候補案を作成する。 

イ 道は、北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社等の関係機関と協議の上、電

源車等の配備先を決定する。 

ウ 北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社は、イによる決定に基づき、電源車

等の配備を行うなど、道があらかじめリスト化した重要施設への電力の優先供給に努めるものと

する。 

 （２）通信機器等の充電対策 

関係機関は、必要に応じて、スマートフォンや携帯電話、その他充電が必要となる機器等を有

している被災者に対して、庁舎や管理施設などを開放し、電源の提供や民間事業者等と連携して

重電機器等の提供に努めるものとする。 

 

11 給水対策 

帯広市（上下水道部）は水道水を供給するポンプの停止などによる高台等の断水地域への給水活動を

行うものとする。また、必要に応じて、近隣市町村や日本水道協会北海道地方支部に対し応援を要請す

るものとする。 

 

12 石油類燃料の供給対策 

道及び市は、大規模停電災害時における石油類燃料の供給については、北海道地域防災計画第５章第

18節「石油類燃料供給計画」の定めるところによるものとする。 

 

 

 

 

大規模停電災害

対策計画の追加 
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P268 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 防犯対策 

北海道警察は、巡回、警ら等の警戒活動による防犯対策をおこなうものとする。 

 

14 自衛隊派遣要請 

知事等法令で定める者は、北海道地域防災計画第５章第６節「自衛隊派遣要請及び派遣活動計画」の

定めにより、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、自衛隊に対し災害派遣

を要請するものとする。 

 

15 広域応援 

道、市及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場

合は、第５章第32節「広域応援・受援計画」の定めるところにより、他の消防機関、他の市町村、他

都府県及び国へ応援を要請するものとする。 

 

 

 

別記１ 

情報通信連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模停電災害

対策計画の追加 

P265 第８章 災害復旧計画 

（略） 

４ 激甚災害 

   著しい激甚の災害が発生した場合は、被害の状況を速やかに調査把握し、早期に激甚災害の指定

が受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が円滑に行われるよう努めるものとする。 

 

 

第８章 災害復旧計画 

（略） 

４ 激甚災害 

   著しい激甚の災害時は、被害の状況を速やかに調査把握し、早期に激甚災害の指定が受けられる

よう措置し、公共施設の災害復旧事業が円滑に行われるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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目次

1 

 

 

 

 

目次 

2 

 

 

 

 

 

 

目次

3 

 

 

 

 

目次

4 

目 次 

第１章 総 則 

（略） 

第７節 被害想定 ……………………………………………………………………………… １５ 

（略） 

第２章 災害予防計画 

（略） 

第８節 避難体制整備計画 …………………………………………………………………… ３３ 

（略） 

    ７ 施設の整備計画 …………………………………………………………………… ３６ 

第９節 災害時要援護者対策計画 …………………………………………………………… ３７ 

    １ 安全対策 …………………………………………………………………………… ３７ 

    ２ 援助活動 …………………………………………………………………………… ３９ 

    ３ 外国人への支援対策 ……………………………………………………………… ３９ 

（略） 

第３章 地震応急対策計画 

第４節 避難対策計画 ………………………………………………………………………… ８９ 

（略） 

   ３ 避難勧告、避難指示（緊急）、災害発生情報及び 

避難準備・高齢者等避難開始の周知 ………………… ９０ 

（略） 

第７節 災害警備計画 ……………………………………………………………………… １０３ 

（略） 

    ３ 災害発生時の警察活動 ………………………………………………………… １０３ 

 

 

 

目 次 

第１章 総 則 

（略） 

第７節 被害想定 ……………………………………………………………………………… １６ 

（略） 

第２章 災害予防計画 

（略） 

第８節 避難体制整備計画 …………………………………………………………………… ３３ 

（略） 

    ７ 施設の整備計画 …………………………………………………………………… ３７ 

第９節 災害時要援護者対策計画 …………………………………………………………… ３８ 

    １ 安全対策 …………………………………………………………………………… ３８ 

    ２ 援助活動 …………………………………………………………………………… ４０ 

    ３ 外国人への支援対策 ……………………………………………………………… ４０ 

（略） 

第３章 地震応急対策計画 

第４節 避難対策計画 ………………………………………………………………………… ８９ 

（略） 

   ３ 避難指示等の周知 ………………………………………………………………… ９０ 

 

（略） 

第７節 災害警備計画 ……………………………………………………………………… １０３ 

（略） 

    ３ 災害時の警察活動 ……………………………………………………………… １０３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容修正に伴う

ページの修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P8 

第１章 総 則 

第３節 計画の効果的促進 

また、災害発生時は市民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、「自らの命は

自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解を促

進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、防災思想・知識の普及・啓発及

び防災教育の推進、住民主体の取組みの支援・強化により、社会全体としての防災意識の向上を図らな

ければならない。 

（略） 

 

第４節 計画の基本方針 

２ 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

（８） 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 事 務 又 は 業 務 

（略） （略） 

（一社）帯広社会福

祉協議会 

①災害ボランティアセンターの設置及び運営に関すること。 

（略） （略） 
 

第１章 総 則 

第３節 計画の効果的促進 

また、災害時は市民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、「自らの命は自ら

が守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解を促進す

るため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、防災思想・知識の普及・啓発及び防

災教育の推進、住民主体の取組みの支援・強化により、社会全体としての防災意識の向上を図らなけれ

ばならない。 

（略） 

 

第４節 計画の基本方針 

２ 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

（８）公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 事 務 又 は 業 務 

（略） （略） 

（福）帯広社会福祉

協議会 

①災害ボランティアセンターの設置及び運営に関すること。 

（略） （略） 
 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記の修正 

P17 

 

P19 

第２章 災害予防計画 

第２節 地震に強いまちづくり推進計画 

２ 都市施設等の整備計画 

（略） 

（３）中心市街地の整備 

      帯広駅周辺土地区画整理事業等により、帯広駅の周辺を中心とした市街地では、都市施設等が整

備され、不特定多数の者が利用することから、防災面の配慮として、都市計画道路等（街路・駅南

北交通広場）の緑化とオープンスペースの確保に努め、災害発生時に被災者の避難路及び救助のた

めの救援路、さらに、火災等の災害の拡大を抑え遮断する空間地としての役割を担えるよう推進す

るものとする。 

     また、電線類の地中化を進め、災害発生時の電柱等の倒壊による道路の寸断で災害活動に著しい

支障をきたす事態が生じないよう安全対策の向上に努めるものとする。 

 

 

第２章 災害予防計画 

第２節 地震に強いまちづくり推進計画 

２ 都市施設等の整備計画 

（略） 

（３）中心市街地の整備 

      帯広駅周辺土地区画整理事業等により、帯広駅の周辺を中心とした市街地では、都市施設等が整

備され、不特定多数の者が利用することから、防災面の配慮として、都市計画道路等（街路・駅南

北交通広場）の緑化とオープンスペースの確保に努め、災害時に被災者の避難路及び救助のための

救援路、さらに、火災等の災害の拡大を抑え遮断する空間地としての役割を担えるよう推進するも

のとする。 

     また、電線類の地中化を進め、災害時の電柱等の倒壊による道路の寸断で災害活動に著しい支障

をきたす事態が生じないよう安全対策の向上に努めるものとする。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

P25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 食料等の調達・確保及び防災資機材の整備に関する計画 

（略） 

２ 備蓄倉庫及び分散備蓄の状況 

    災害に備えて救援物資及び応急対策用資機材の保管をするため、平成７年度に備蓄倉庫を建設する

とともに、備蓄物資の被災者への提供を迅速・円滑に進めるため、平成24年に市街地東部の旧第六

中学校の校舎の一部を改修して備蓄倉庫を整備したほか、農村部に対する対策として大正地区のコ

ミュニティ施設に救援物資等の備蓄をしている。その他、自主防災組織の育成にあわせ、避難所ご

とに救援物資の分散備蓄を進めるとともに、市街地及び農村部を含めた全市的な物資の供給拠点を

整備している。 

 

 

 

 

第５節 食料等の調達・確保及び防災資機材の整備に関する計画 

（略） 

２ 備蓄倉庫及び分散備蓄の状況 

    災害に備えて救援物資及び応急対策用資機材の保管をするため、平成７年度に備蓄倉庫を建設する

とともに、令和３年度に拠点備蓄倉庫と指定避難所備蓄品収納物置を整備し、避難所開設時及び運営

初期に必要な資機材は各指定避難所の備蓄品収納物置に配備し、その後必要になる資機材及び食料等

を拠点備蓄倉庫に集積する体制を整えている。また、農村部に対する対策として大正地区のコミュニ

ティ施設に救援物資等の備蓄をしている。その他、自主防災組織の育成にあわせ、避難所ごとに救援

物資の分散備蓄を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点備蓄倉庫及

び指定避難所備

蓄品収納物置の

整備に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P25 （１）備蓄倉庫の概要 

      ① 帯広市災害用資機材備蓄倉庫 

      所 在 地    帯広市南町南６線46番地 

                  （道路維持課道路車両センター敷地内） 

      完成年月日    平成７年11月１日 

      構   造    鉄骨造り平屋建 

      規   模    1棟 108㎡ 

   ② 市民活動プラザ六中災害用資機材備蓄倉庫 

      所 在 地    帯広市東11条南9丁目1番地 

                  （市民活動プラザ六中敷地内） 

      供用年月日    平成24年4月１日 

                  

      規   模    備蓄倉庫部分 150㎡ 

                

                                               

                                               

                                               

                      

     

（２）農村部の備蓄拠点づくり 

     農村部に救援物資の備蓄拠点を設ける必要があることから、大正農業者トレーニングセンターを

活用するとともに、救援物資の供給体制等の万全を期するものとする。なお、平成２１年度以降に

ついては、避難所ごとに防災資機材、及び非常用食料等の整備に努めている。 

 

（１）備蓄倉庫の概要 

      ① 帯広市災害用資機材備蓄倉庫 

       所 在 地    帯広市南町南６線46番地 

                   （道路維持課道路車両センター敷地内） 

       完成年月日    平成７年11月１日 

       構   造    鉄骨造り平屋建 

       規   模    1棟 108㎡ 

   ② 帯広市拠点備蓄倉庫 

       所 在 地    帯広市西17条南６丁目６－５２ 

                   （陸上自衛隊帯広駐屯地官舎北側） 

       完成年月日    令和４年３月１日 

    構   造  鉄骨造２階建 

       規   模    1,080㎡ 

（２）指定避難所の倉庫（物置） 

   平成２１年度以降、避難所で必要な備蓄品及び自主防災組織でも使用できる救助・救出資機材

を各指定避難所に設置したほか、令和３年度に感染症対策資機材及び避難所開設時と運営初期に

必要な資機材を配備するための備蓄品収納物置を各指定避難所（帯広市総合体育館及び市民活動

プラザ六中は建物内に収納）に設置している。 

 

 （３）農村部の備蓄拠点づくり 

      農村部に救援物資の備蓄拠点を設ける必要があることから、大正農業者トレーニングセンター

を活用するとともに、救援物資の供給体制等に万全を期するものとする。            

                                       

 

拠点備蓄倉庫及

び指定避難所備

蓄品収納物置の

整備に伴う修正 

P27 
第６節 相互応援体制整備計画 

（略） 

１ 基本的な考え方 

市及び防災関係機関は、地震災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策が行えるよう、平常時か

ら相互に協定を締結するなど、連携強化に努めるとともに、企業、NPO等に委託可能な災害対策に係

る業務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間

事業者の管理する施設を把握しておくなど、そのノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 

 

第６節 相互応援体制整備計画 

（略） 

１ 基本的な考え方 

市及び防災関係機関は、地震災害時に迅速かつ効果的な災害応急対策が行えるよう、平常時から相

互に協定を締結するなど、連携強化に努めるとともに、企業、NPO等に委託可能な災害対策に係る業

務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業

者の管理する施設を把握しておくなど、そのノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

P29 

 

 

 

 

P30 

第７節 自主防災組織の育成等に関する計画 

地震による災害発生時には、市内地域各所で家屋の倒壊や住民の避難行動での混乱、同時多発的火災

の発生等、さまざまな状況が予想される。 

（略） 

４ 組織の活動 

（２）非常時及び災害時の活動 

エ 避難の実施 

 地震発生後、                                      

           地域内住民の安否確認など初期活動を行った後、火災、崖崩れ、地すべり

等に注意しながら迅速、かつ、円滑に避難場所へ誘導するものとする。 

なお、自力で避難することが困難な災害時要援護者に対しては、地域住民の協力のもとに避難さ

せるものとする。 

第７節 自主防災組織の育成等に関する計画 

地震災害時には、市内地域各所で家屋の倒壊や住民の避難行動での混乱、同時多発的火災の発生等、

さまざまな状況が予想される。 

（略） 

４ 組織の活動 

（２）非常時及び災害時の活動 

エ 避難の実施 

 地震発生後、市長から緊急安全確保、避難指示及び高齢者避難等（以下「避難指示等」とい

う。）が発令された場合には、地域内住民の安否確認など初期活動を行った後、火災、崖崩れ、地

すべり等に注意しながら迅速、かつ、円滑に避難場所へ誘導するものとする。 

なお、自力で避難することが困難な災害時要援護者に対しては、地域住民の協力のもとに避難さ

せるものとする。 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 



帯広市地域防災計画（地震災害編）新旧対照表 

4 

 

頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 避難体制整備計画 

（略） 

１ 避難誘導体制の構築 

（略） 

新規）                                             

                                               

                                               

                                               

                                               

               

（２）道及び市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難        が可能となるよう、他の地方

公共団体との広域一時滞在に係る応援協定や、                       

                   の運送に関する運送事業者等との協定を締結するなど、  

    具体的な          手順等を定めるよう努めるものとする。 

（３）道及び市は、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関

するルールをあらかじめ定めるよう促すものとする。 

（４）市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育

所・認定こども園等の施設間と市との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 

（略） 

２ 避難場所・避難所等の確保 

（略） 

（イ）土砂災害 

ａ 土砂災害発生時の気象状況に対応するため、室内に滞在できること。 

 ｂ 安全区域(土砂災害危険箇所区域外)に立地していること。 

（ウ）地震災害 

ａ 地震災害発生時に避難者を一時的に滞在できる適切な規模を有する施設または場所であるこ

と。 

（略） 

３ 避難場所・避難所等の住民への周知 

（略） 

（３）防災マップ・ハザードマップ等の作成及び住民等への周知 

   市は、住民等の円滑な避難を確保するため、浸水想定区域など災害発生時に人の生命又  は身

体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する情報の伝達

方法、指定緊急避難場所及び避難路等必要となる事項を記載した防災マップ、ハザードマップ等を

作成し、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

４ 避難計画 

（略） 

ア 避難勧告等を発令する基準及び伝達方法 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 避難体制整備計画 

（略） 

１ 避難誘導体制の構築 

（略） 

（２）避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホ

テル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保

できる場合は、市民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、

指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合等やむを得ない市民等自身が判断する場

合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、市は日ごろから市民等への周知徹底に努めるも

のとする。 

（３）道及び市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他の地

方公共団体との広域一時滞在に係る応援協定や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在にお

ける被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送に関する運送事業者等との協定を締結するなど、

災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。 

（４）道及び市は、学校等が保護者との間で、災害時における児童生徒等の保護者への引渡しに関す

るルールをあらかじめ定めるよう促すものとする。 

（５）市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害時における幼稚園・保育所・

認定こども園等の施設間と市との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 

（略） 

２ 避難場所・避難所等の確保 

（略） 

（イ）土砂災害 

ａ 土砂災害時の気象状況に対応するため、室内に滞在できること。 

 ｂ 安全区域(土砂災害危険箇所区域外)に立地していること。 

（ウ）地震災害 

ａ 地震災害時に避難者を一時的に滞在できる適切な規模を有する施設または場所であること。 

 

（略） 

３ 避難場所・避難所等の住民への周知 

（略） 

（３）防災マップ・ハザードマップ等の作成及び住民等への周知 

   市は、住民等の円滑な避難を確保するため、浸水想定区域など災害時に人の生命又  は身体に

危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する情報の伝達方

法、指定緊急避難場所及び避難路等必要となる事項を記載した防災マップ、ハザードマップ等を作

成し、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

４ 避難計画 

（略） 

ア 避難指示等を発令する基準及び伝達方法 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P36 

 

 

 

 

 

 

５ 被災者の把握 

    被災者の避難状況の把握は、市の被災者支援、災害対策の基本であるが、発災直後においては避

難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者の状況や避難所への収容状況などの把握に

支障を生じることが想定される。 

このため、被災者支援システム等を活用し、被災者の状況把握、避難所における入所者の把握に

努めるものとする。なお、個人データの取り扱いには十分留意するものとする。 

                                               

               

 

５ 被災者の把握 

    被災者の避難状況の把握は、市の被災者支援、災害対策の基本であるが、発災直後においては避

難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者の状況や避難所への収容状況などの把握に

支障を生じることが想定される。 

このため、被災者支援システム等を活用し、被災者の状況把握、避難所における入所者の把握に

努めるものとする。なお、個人データの取り扱いには十分留意するものとする。 

   また、避難者台帳（名簿）を速やかに作成するため、あらかじめ様式を定め印刷の上、各避難所に

保管することが望ましい。 

 

 

 

記載の追加 

P37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P38 

 

 

 

 

P39 

第9節 災害時要援護者対策計画 

（略） 

１ 安全対策 

（略） 

（１）市の対策 

   市は、防災担当部や福祉担当部をはじめとする関係部の連携の下、平常時から災害時要援護者に

関する情報を把握し、避難支援計画や災害時要援護者名簿の作成・定期的に更新を行う      

                                             

                            ものとする。。 

（略） 

（２）社会福祉施設等の対策 

（略） 

  イ 社会福祉施設等の管理者は、災害が発生した場合において、迅速かつ的確に対処するため、予

め防災組織を整え、施設職員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制等を明確にするものとする。 

（略） 

３ 外国人への支援対策 

市は、言語、生活及び防災意識の異なる外国人を「災害時要援護者」として位置づけ、災害発生時

に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次のような条件及び環境づくりに努めるとともに、外国人  

登録等の様々な機会をとらえて防災対策についての周知を図るものとする。 

 

 

第9節 災害時要援護者対策計画 

（略） 

１ 安全対策 

（略） 

（１）市の対策 

   市は、防災担当部や福祉担当部をはじめとする関係部の連携の下、平常時から災害時要援護者に

関する情報を把握し、避難支援計画や災害時要援護者名簿の作成・定期的に更新を行うとともに、

庁舎等の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒

体の両方で保管する等、名簿情報の適切な管理に努めるものとする。 

（略） 

（２）社会福祉施設等の対策 

（略） 

  イ 社会福祉施設等の管理者は、災害時において、迅速かつ的確に対処するため、予め防災組織を

整え、施設職員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制等を明確にするものとする。 

（略） 

３ 外国人への支援対策 

市は、言語、生活及び防災意識の異なる外国人を「災害時要援護者」として位置づけ、災害時に迅

速かつ的確な行動がとれるよう、次のような条件及び環境づくりに努めるとともに、外国人住民登

録等の様々な機会をとらえて防災対策についての周知を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

記載の追加 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

表現の適正化 

P45 第12節 建築物等災害予防計画 

（略） 

２ がけ地に近接する建築物の防災対策 

市はがけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区域において、建築物の建築制限を行うとともに既

存の危険住宅については、がけ地近接危険住宅移転事業制度を活用し、安全な場所への移転促進を図

るものとする。 

第12節 建築物等災害予防計画 

（略） 

２ がけ地に近接する建築物の防災対策 

市はがけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区域において、建築物の建築制限を行うとともに

既存の危険住宅については、安全な場所への移転促進を図るものとする。 

 

現状に合わせた

修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第13節 土砂災害の予防計画 

土砂災害を予防するための計画は、次のとおりとする。 

１ 予防対策 

  市域内の山間部では、大雨などにより山地の崩壊による地すべり等が予想され、住宅、農耕地等に

被害が発生するおそれがあるため、地すべり等防止工事の実施を推進するとともに、定期的に危険箇

所を点検し、必要に応じて適切な処置を講ずるものとする。 

  また、地域住民に対し、地すべり等危険箇所の周知については、広報誌、防災マップなどの配布によ

り、徹底を図るものとする。地すべり等予想区域は次のとおりとする。 

 

急傾斜地崩壊危険区域                      （平成27年12月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石流危険区域                       （平成27年12月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13節 土砂災害予防計画 

土砂災害を予防するための計画は、次のとおりとする。 

１ 予防対策 

  市域内の山間部では、大雨などにより山地の崩壊による土砂災害等が予想され、住宅、農耕地等に

被害が発生するおそれがあるため、土砂災害等防止工事の実施を推進するとともに、定期的に危険箇

所を点検し、必要に応じて適切な処置を講ずるものとする。 

  また、地域住民に対し、土砂災害等危険箇所の周知については、広報誌、防災マップなどの配布によ

り、徹底を図るものとする。土砂災害警戒区域は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害警戒区

域の指定（北海

道）に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15節 積雪・寒冷対策計画 

（略） 

２ 交通の確保 

   災害発生時における、防災関係機関の行う緊急輸送等の災害応急対策の円滑な実施には、道路交通

の緊急確保を図ることが重要である。 

   このため、国、道、市の各道路管理者は、除雪体制を強化し、日常生活道路の確保を含めた面的な道

路交通確保対策を推進するものとする。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

第15節 積雪・寒冷対策計画 

（略） 

２ 交通の確保 

   災害時における、防災関係機関の行う緊急輸送等の災害応急対策の円滑な実施には、道路交通の緊

急確保を図ることが重要である。 

   このため、国、道、市の各道路管理者は、除雪体制を強化し、日常生活道路の確保を含めた面的な道

路交通確保対策を推進するものとする。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P51 ４ 寒冷対策の推進 

（１）避難所対策 

    市は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、暖房器具等の備蓄や民間企業・

団体と屋内用大型暖房機等の優先供給に関する協定を締結するなど、暖房器具等の確保に努めるも

のとする。 

    また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等確保に努める

ものとする。 

                                               

                                               

                      

４ 寒冷対策の推進 

（１）避難所対策 

    市は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、暖房器具等の備蓄や民間企業・

団体と屋内用大型暖房機等の優先供給に関する協定を締結するなど、暖房器具等の確保に努めるも

のとする。 

    また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等確保に努める

ものとする。 

   なお、冬期における屋外トイレは、寒さなどにより利用環境が悪化するとともに、水道凍結も予

想されることから、冬期間でも使用可能なトイレの調達方法を検討し、民間事業者との協定の締結

などにより、必要な台数の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の追加 

P53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P53 

第16節 業務継続計画の策定 

市及び事業所は、災害応急対策を中心とした業務の継続を確保するため、業務継続計画（ＢＣＰ：

Business Continuity Plan) の適正な運用に努めるものとする。 

 

（略） 

１ 市の業務継続計画の策定 

（略） 

市は業務継続計画を策定し、計画に基づき、災害発生時における業務の早期立ち上げの実現や業務

レベルの向上を図るものとする。 

 

２ 事業所の業務継続計画の策定 

事業活動に対する被害の最小化と活動の継続を図るため、特に、市や地域の経済を支える重要な金

融や製造、サービス等の事業活動を早期に復旧するため、事業者は業務継続計画を策定する必要があ

る。 

事業者が業務継続計画を策定し、災害に備えることにより、震災が発生しても事業の継続と迅速な

復旧が図られるとともに、顧客や従業員の安全が確保されることから、事業者は業務継続計画の策定

に努めるものとする。 

 

第16節 業務継続計画の策定 

市は、災害時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、業務継続計画 

（ＢＣＰ：Business Continuity Plan) の策定等により、業務継続性の確保を図るものとし、事業者

は、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画を策定・運用するよう努めるものとする。 

（略） 

１ 市の業務継続計画の策定 

（略） 

市は業務継続計画を策定し、計画に基づき、災害時における業務の早期立ち上げの実現や業務レベ

ルの向上を図るものとする。 

 

２ 事業所の事業継続計画の策定 

事業活動に対する被害の最小化と活動の継続を図るため、特に、市や地域の経済を支える重要な金

融や製造、サービス等の事業活動を早期に復旧するため、事業者は事業継続計画を策定する必要があ

る。 

事業者が事業継続計画を策定し、災害に備えることにより、震災が発生しても事業の継続と迅速な

復旧が図られるとともに、顧客や従業員の安全が確保されることから、事業者は事業継続計画の策定

に努めるものとする。 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

P55 第３章 地震応急対策計画 

地震による災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合に、災害の発生を防ぎ、それぞれの計

画に基づき応急対策を実施し、被害の防止並びに災害の拡大を防止するための計画を定めるものとする。 

 

第１節 応急活動体制 

本市において、地震による災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、市民の生命・財産を災害

から守るため、市及び防災関係機関は状況に応じた有効な対策及び行動を行うとともに、速やかに必要

な体制を確立し、災害応急対策の実施に万全を期するものとする。 

第３章 地震応急対策計画 

地震災害時に、災害の発生を防ぎ、それぞれの計画に基づき応急対策を実施し、被害の防止並びに災

害の拡大を防止するための計画を定めるものとする。 

 

第１節 応急活動体制 

本市において、地震災害時は、市民の生命・財産を災害から守るため、市及び防災関係機関は状況に応じ

た有効な対策及び行動を行うとともに、速やかに必要な体制を確立し、災害応急対策の実施に万全を期

するものとする。 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P64 

第１節 応急活動体制 

 別表２ 

（略） 

経済部 経済部長 
商工班 経済企画課長 

経済企画課 

商業労働課 

観光交流課 

空港班 観光交流課長 観光交流課 

（略） 

 

上
下
水
道
部 

上下水道部長 

総務班 総務課長 総務課 

水道施設班 

（給水班） 
水道課長 

水道課 

料金課 

水道施設班 

（施設修繕班） 

水道課長 

水道課場長 
水道課 

下水道施設班 
下水道課長 

下水道課場長 
下水道課 

 

 

第１節 応急活動体制 

 別表２ 

（略） 

経済部 経済部長 

商工班 経済企画課長 

経済企画課 

商業労働課 

観光交流課 

空港班 観光交流課長 観光交流課 

第４救護班 観光交流課長 観光交流課 

（略） 

上
下
水
道
部 

上下水道部長 

総務班 総務課長 総務課 

水道施設班 

（給水班） 
水道課長 

水道課 

料金課 

水道施設班 

（施設修繕班） 

水道課長 

水道課場長 
水道課 

下水道施設班 下水道課長 下水道課 
 

 

 

 

 

 

 

外国人対応のた

めの追加 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年4月1

日より下水道課

場長ポストを廃

止こ伴う削除 

P69 

 

 

 

 

 

 

 

 

P70 

 

第１節 応急活動体制 

 別表３ 

（略） 

経済部 商工班 （略） 

空港班 （略） 

（略） 

 

 

 

都市環境部 公園緑地班 （略） 

環境保全班 １ 被災地の環境衛生保持に関すること。 

２ 災害時の公害防止及び緊急措置に関すること。 

３ 避難所の開設及び管理、運営に関すること。 

４ その他特命事項に関すること。 

                      

清掃班 （略） 

 

 

第１節 応急活動体制 

 別表３ 

（略） 

経済部 商工班 （略） 

空港班 （略） 

第４救護班 １ 観光客、外国人の対応に関すること。 

２ その他特命事項に関すること。 

（略） 

都市環境部 公園緑地班 （略） 

環境保全班 １ 被災地の環境衛生保持に関すること。 

２ 災害時の公害防止及び緊急措置に関すること。 

３ 避難所の開設及び管理、運営に関すること。 

４ 逸走犬等の管理に関すること。 

５ その他特命事項に関すること。 

清掃班 （略） 
 

 

 

 

外国人対応のた

めの追加 

 

 

 

 

 

 

飼養動物対策計

画での主体の明

確化に伴う所掌

事務の追加 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P73 

 

P76 

 

 

 

 

 

P79 

第２節 災害情報等の収集・伝達計画 

（略） 

５ 被害状況報告 

    地震災害が発生した場合、市長は「災害情報・被害状況報告取扱要領」に基づき知事に報告するもの

とする。 

（略） 

別表１ 

第２節 災害情報等の収集・伝達計画 

（略） 

５ 被害状況報告 

    地震災害時、市長は「災害情報・被害状況報告取扱要領」に基づき知事に報告するものとする。 

（略） 

 別表１ 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

 

P81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年4月1

日の大空学園義

務教育学校開校

に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

 

P86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年4月1

日の大空学園義

務教育学校開校

に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P87 第３節 災害広報・情報提供計画 

（略） 

 ４ 安否情報の提供 

（１）安否情報の照会手続 

（略） 

イ 市は安否情報の照会を受けたときは、当該照会者に対して運転免許証、健康保険の被保険証、外国

人登録証明書、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の四十四第一項に規定す

る住民基本台帳カード等の本人確認資料の提示又は提出を求めることなどにより、照会者が本人で

あることを確認するものとする。 

 

第３節 災害広報・情報提供計画 

（略） 

 ４ 安否情報の提供 

（１）安否情報の照会手続 

（略） 

イ 市は安否情報の照会を受けたときは、当該照会者に対して運転免許証、健康保険の被保険証、在留

カード等の本人確認資料の提示又は提出を求めることなどにより、照会者が本人であることを確認

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

表記の適正化 

P89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 避難対策計画 

（略） 

１ 避難実施責任者及び措置内容 

地震、火災、山(崖)崩れ等の災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要

があると認められるときは、避難実施責任者は、次により避難の勧告又は指示を行うものとする。 

特に、市は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等

の避難支援対策を充実・強化するものとし、避難勧告、避難指示（緊急）及び災害発生情報のほか、

災害時要援護者の避難に資する避難準備・高齢者等避難開始を必要に応じて伝達する。      

                                               

                                               

                                               

                                               

                            

（１）市長（災害対策基本法第60条、水防法第29条） 

ア 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、警戒巡視等によって得られる情報の収

集並びに過去の災害事例等を勘案し、住民の生命、身体に被害が及ぶおそれがあると判断される

状況に至ったときは、直ちに必要と認める地域の居住者等に対し、次の勧告又は指示を行う。 

 

(ア) 避難のための立退きの勧告又は指示 

 (イ) 必要に応じて行う立退先としての指定緊急避難場所等の避難場所の指示 

(ウ) 屋内での待避等の安全確保措置の指示 

イ 市長は、避難のための立退きの指示、避難場所の指示、屋内での待避等の安全確保措置の指示を

行うことができない場合は、警察官にその指示を求める。 

ウ 市長は、上記の勧告又は指示を行ったときは、その旨を速やかに十勝総合振興局長を通じて知事

に報告する（これらの指示等を解除した場合も同様とする。） 

（略） 

（３）警察官（災害対策基本法第61条、警察官職務執行法第４条） 

ア 警察官は、(１)のイにより市長から要求があったとき、又は市長が指示できないと認めるとき

は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退き又は屋内での待避等の安全確保措

置の指示を行うものとし、避難のための立退きを指示する場合に必要があると認めるときには、

その立退き先について指示することができる。 

その場合、直ちに、その旨を市長に通知するものとする。 

（略） 

 

 

 

第４節 避難対策計画 

（略） 

１ 避難実施責任者及び措置内容 

地震、火災、山(崖)崩れ等の災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要

があると認められるときは、避難実施責任者は、次により避難指示等を発令する。 

特に、市は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の

避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避難指示のほか、災害時要援護者等、特に避難

行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始

することを求めるとともに、高齢者等以外の者に対して、必要に応じて、普段の行動を見合わせ始め

ることや、自主的な避難を呼びかける高齢者等避難を発令する必要がある。 

なお、避難指示等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難指示及

び緊急安全確保を夜間や暴風警報発表時に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時

間帯における高齢者等避難の発令に努めるものとする。 

（１）市長（災害対策基本法第60条、水防法第29条） 

ア 市長は、災害時、警戒巡視等によって得られる情報の収集並びに過去の災害事例等を勘案し、住

民の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するために必要があると認めると

きは、直ちに必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、次の指示を行う。 

 

(ア) 避難のための立退きの指示 

 (イ) 必要に応じて行う立退先としての指定緊急避難場所等の避難場所の指示 

(ウ) 緊急安全確保措置の指示 

イ 市長は、避難のための立退き又は緊急安全確保措置の指示を行うことができない場合は、警察官

にその指示を求める。 

ウ 市長は、上記の指示を行ったときは、その旨を速やかに十勝総合振興局長を通じて知事に報告す

る（これらの指示を解除した場合も同様とする。）。 

（略） 

（３）警察官（災害対策基本法第61条、警察官職務執行法第４条） 

ア 警察官は、(１)のイにより市長から要求があったとき、又は市長が指示できないと認めるとき

は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退き又は緊急安全確保措置の指示を行

うものとし、避難のための立退きを指示する場合に必要があると認めるときには、その立退き先

について指示することができる。 

その場合、直ちに、その旨を市長に通知するものとする。 

（略） 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P92 

 

 

P93 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 避難措置における連絡及び協力 

（略） 

（２）市は、避難のための立退きの勧告・指示、又は屋内での待避等の安全確保措置の指示を行うに

際して、必要があると認めるときは、災害対応の多くの専門的知見等を有している地方気象台、

国や道の関係機関から、災害に関する情報等の必要な助言を求めることができるものとする。 

また、市は、避難勧告や避難指示（緊急）等を発令する際に必要な助言を求めることができる

よう、国や道の関係機関との間でホットラインを構築するなど、災害発生時における連絡体制を

整備するよう努める。 

（略） 

３ 避難勧告、避難指示（緊急）、災害発生情報及び避難準備・高齢者等避難開始の周知 

市は、避難勧告等の避難情報を迅速かつ確実に住民に伝達するため、避難勧告等の発令に当たっ

ては、消防機関等関係機関の協力を得つつ、次の事項について、生命や身体に危険が及ぶ恐れがあ

ることを認識できるように避難勧告等の伝達文の内容を工夫することや、その対象者を明確にする

こと、避難勧告等に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したとるべき

避難行動について、住民にとって具体的でわかりやすい内容とするよう配慮し、防災行政無線、北

海道防災情報システム、Ｌアラート（災害情報共有システム）、サイレン、広報車両、テレビ、ＣＡ

ＴＶ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、インター

ネット（SNS含む）、緊急情報一斉伝達システム、など複数の手段を有機的に組み合わせ、迅速かつ

的確に、当該地域の住民等に対して伝達し住民の迅速かつ円滑な避難を図る。 

（略） 

（１）避難の勧告・指示、屋内での待避等の安全確保措置の指示又は避難準備・高齢者等避難開始の

理由及び内容 

（略） 

４ 避難方法 

（１）避難誘導 

    避難誘導は、市の職員、消防職員・団員、警察官がこの任にあたるものであるが、避難立退きに

あたって、避難誘導者は円滑な立退きについて適宜指導するものとする。 

その際、自力避難の困難な災害時要援護者に関しては、援助者などと連携し、危険が切迫する

前に避難できるよう十分配慮するものとする。 

市は、災害の状況に応じて避難勧告等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、近隣のよ

り安全な建物への「緊急的な退避」や、「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がとれる

よう努めるものとする。 
また、市の職員、消防職員・団員、警察官など避難誘導にあたる者の安全確保に努めるものとす

る。 

（略） 

８ 避難所の運営管理等 

（略） 

 

（新設）                                         

                                             

                                             

                                             

                                     

（略） 

 

 ２ 避難措置における連絡及び協力 

（略） 

（２）市は、避難のための立退きの勧告・指示、又は屋内での待避等の安全確保措置の指示を行うに

際して、必要があると認めるときは、災害対応の多くの専門的知見等を有している地方気象台、

国や道の関係機関から、災害に関する情報等の必要な助言を求めることができるものとする。 

また、市は、避難指示等を発令する際に必要な助言を求めることができるよう、国や道の関係

機関との間でホットラインを構築するなど、災害時における連絡体制を整備するよう努める。 

 

（略） 

３ 避難指示等の周知 

市は、避難指示等の避難情報を迅速かつ確実に住民に伝達するため、避難指示等の発令に当たっ

ては、消防機関等関係機関の協力を得つつ、次の事項について、生命や身体に危険が及ぶおそれが

あることを認識できるように避難指示等の伝達文の内容を工夫することや、その対象者を明確にす

ること、避難指示等に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したとるべ

き避難行動について、住民にとって具体的でわかりやすい内容とするよう配慮し、防災行政無線、

北海道防災情報システム、Ｌアラート（災害情報共有システム）、サイレン、広報車両、テレビ、Ｃ

ＡＴＶ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、インタ

ーネット（SNS含む）、緊急情報一斉伝達システム、など複数の手段を有機的に組み合わせ、迅速か

つ的確に、当該地域の住民等に対して伝達し住民の迅速かつ円滑な避難を図る。 

（略） 

（１）避難指示等の理由及び内容 

（略） 

４ 避難方法 

（１）避難誘導 

    避難誘導は、市の職員、消防職員・団員、警察官がこの任にあたるものであるが、避難立退きに

あたって、避難誘導者は円滑な立退きについて適宜指導するものとする。 

その際、自力避難の困難な災害時要援護者に関しては、援助者などと連携し、危険が切迫する

前に避難できるよう十分配慮するものとする。 

市は、災害の状況に応じて避難指示等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により指定避難場

所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「近隣のより安全な場所」への避難や、「屋内安全確

保」といった適切な避難行動を住民がとれるよう努めるものとする。 
また、市の職員、消防職員・団員、警察官など避難誘導にあたる者の安全確保に努めるものとす

る。 

 

（略） 

８ 避難所の運営管理等 

（略） 

 

（８）市は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・DVの発生を防止するため、女性用

と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使

用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・DVについての注意喚起のためのポスターを

掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院等との連

携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

（略） 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P94 

-2 

 

 

 

（12）市は、被災地において感染症の発生、拡大が見られる場合は、危機対策室と健康保険室が連携

して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

（新設）                                         

                                             

（新設）                                         

                                             

    

（新設）                                         

                                             

                                             

                           

（略） 

 12 広域一時滞在 

             

                                               

                                               

         

              

                                               

                           

               

                                               

                   

                                         

                                                 

                                               

        

                                               

                            

            

                                                   

                                               

                      

               

                                               

                                     

                                              

                                              

                

 12 広域一時滞在 

（略） 

（12）市は、被災地において感染症の発生、拡大が見られる場合は、危機対策部局と保健福祉部局が連

携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

（13）車中泊をしている避難者に対しては、トイレの情報やエコノミークラス症候群、一酸化炭素中

毒、冬期間の寒さ対策等の予防対策処置等について周知を行い、健康への配慮を行うものとする。 

（14）市は、指定避難所のおける感染症対策のため、避難者等の健康状態を確認するとともに、十分な

避難スペースを確保し、定期的に換気を行うなど避難所の衛生環境を確保するよう努めるものと

する。 

（15）避難所において感染症が発生又はその疑いがある場合の対応については、感染者の隔離や病院

への搬送方法など、事前に防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、適切な対応を検討して

おくものとし、感染者又は感染が疑われる者が現れた場合は、専用スペースを確保し、他の避難者

とは区域と動線を分けるなど必要な措置を講じる。 

（略） 

 12 広域避難 

（１）広域避難の協議等 

    市は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊

急避難場所の提供が必要であると判断した場合は、広域避難に係る協議等を行う事ができるもの

とする。 

（２）道内における広域避難 

    市は、道内の他市町村への広域的な避難等が必要であると判断した場合には、当該市町村に対

して直接協議を行うものとする。 

（３）道外への広域避難 

ア 市は、他の都道府県の市町村への広域的な避難等が必要であると判断した場合には、道に対

し当該他の都府県との協議を求めるものとする。 

   イ 道は、市から協議の求めがあった場合、他の都府県と協議を行うものとする。 

ウ 道は、市からの求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共

団体における避難者の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域避難について助言を行うものと

する。 

エ 市は、事態に照らして緊急を要すると認めるときは、アによらず、知事に報告した上で、自ら

他の市町村に協議することができるものとする。 

（４）避難者の受入れ 

   市は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供することにつ

いても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定し

ておくよう努めるものとする。 

（５）関係機関の連携 

   ア 道、市、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間

で適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するように努めるものとする。 

   イ 道及び関係機関は、避難者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、放送

事業者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるよう

に努めるものとする。 

13 広域一時滞在 

（略） 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P97 

 

 

P98 

 

 

 

 

 

 

 

P101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6節 地震火災等対策計画 

１ 消防組織計画 

（略） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（２）消防職員・団員及び消防車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6節 地震火災等対策計画 

１ 消防組織計画 

（略） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（２）消防職員・団員及び消防車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とかち広域消防

局の係統合に伴

う修正 

 

 

 

 

 

時点修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P102 （３）水利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）水利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

P103 第7節 災害警備計画 

（略） 

３ 災害発生時の警察活動  

  地震災害に際し、関係機関と連携の下で災害警備に関する警察活動を行う。 

（１）被害状況の収集方法 

   災害発生時の初期的段階における被害情報の収集方法は、現場警察官からの報告、被災者、及び

他関係機関からの通報のほか、警察職員の警察署等への参集途中における被害状況の報告等、あら

ゆる方法により収集する。 

（略） 

 

第7節 災害警備計画 

（略） 

３ 災害時の警察活動  

  地震災害に際し、関係機関と連携の下で災害警備に関する警察活動を行う。 

（１）被害状況の収集方法 

   災害時の初期的段階における被害情報の収集方法は、現場警察官からの報告、被災者、及び他関

係機関からの通報のほか、警察職員の警察署等への参集途中における被害状況の報告等、あらゆる

方法により収集する。 

（略） 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

P105 

 

 

 

P106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P107 

 

 

 

第８節 交通応急対策計画 

（略） 

１ 交通応急対策の実施 

（略） 

（５）帯広市     及びとかち広域消防局 

ア 市町村が管理している道路で災害が発生した場合は、道路の警戒に努めるとともに、交通の危険

を防止するため必要があると認めるときは、その通行を禁止し、又は制限するとともに迂回路等

を的確に指示し、関係機関との連絡を密にし、交通の確保に努めるものとする。 

（略） 

（８）道路管理者 

   災害が発生した場合において、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の

通行を確保するための緊急の必要があるときは、指定道路区間を指定し、当該車両等その他の物件

の移動等必要な措置をとることができる。 

（略） 

２ 道路の交通規制 

（１）道路交通網の把握 

    災害が発生した場合、道路管理者及び北海道公安委員会(北海道警察)は、相互に綿密な連  携

を図るとともに、関係機関の協力を得て、次の事項を中心に被災地内の道路及び交通の状  況に

ついて、その実態を把握するものとする。 

（略） 

３ 緊急輸送のための交通規制 

（略） 

 

 

第８節 交通応急対策計画 

（略） 

１ 交通応急対策の実施 

（略） 

（５）帯広市（道路班）及びとかち広域消防局 

ア 市  が管理している道路で災害時は、道路の警戒に努めるとともに、交通の危険を防止す

るため必要があると認めるときは、その通行を禁止し、又は制限するとともに迂回路等を的確に指

示し、関係機関との連絡を密にし、交通の確保に努めるものとする。 

（略） 

（８）道路管理者 

   災害時において、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確保す

るための緊急の必要があるときは、指定道路区間を指定し、当該車両等その他の物件の移動等必要

な措置をとることができる。 

（略） 

２ 道路の交通規制 

（１）道路交通網の把握 

    災害時、道路管理者及び北海道公安委員会(北海道警察)は、相互に綿密な連  携を図るととも

に、関係機関の協力を得て、次の事項を中心に被災地内の道路及び交通の状  況について、その

実態を把握するものとする。 

（略） 

３ 緊急輸送のための交通規制 

（略） 

 

 

 

 

 

主体の明確化 

 

誤記の削除 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P107 

 

 

 

 

P108

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P108

-2 

 

 

 

エ 緊急通行車両 

  （ア）緊急通行車両は、災害対策基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用され    

る車両で、次の事項について行うものとする。 

    ａ 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

（略） 

４ 北海道緊急輸送道路ネットワーク計画 

  地震をはじめとする災害発生時においては、緊急輸送を円滑かつ確実に実施できる道路が必要  

   あり、それらの道路については耐震性が確保されているとともに、ネットワークとして機能

することが重要である。 

このため、北海道開発局、北海道、東日本高速道路㈱北海道支社等の道路管理者と北海道警察  

    等の災関係機関からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会では、緊急輸

送を確保するため必要な道路（以下「緊急輸送道路」という。）を定め、緊急輸送道路のネットワー

ク化を図る北海道緊急輸送道路ネットワーク計画を策定しており、各道路管理者は、この計画に基

づき緊急輸送道路の整備を計画的に推進することとしている。北海道緊急輸送道路ネットワーク計

画の概要は、次のとおりである。 

（略） 

イ 対象道路 

        既設道路及び概ね5ヵ年内に供用予定の道路を対象とすることを基本とする。河川管理用道路、

臨港道路等、道路法上の道路以外の道路についても必要に応じ計画に含めることとする。 

（２）緊急輸送道路の区分及び道路延長（平成28年3月末時点） 

      緊急輸送道路ネットワークは、災害発生後の利用特性により、次のとおり区分しているが、  

北海道の広域性を反映して、緊急輸送道路総延長は10,942.2㎞に上っている。 

  ア 第１次緊急輸送道路ネットワーク 

        道庁所在地(札幌市)、地方中心都市及び重要港湾、地方港湾（耐震強化岸壁を有するもの）、

拠点空港、公共用ヘリポート、総合病院、自衛隊、警察、消防等を連絡する道路 

〈道路延長7,092㎞〉 

イ 第２次緊急輸送道路ネットワーク 

        第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点(行政機関、公共機関、主要駅、地方港湾（耐

震強化岸壁を有するものを除く）、第３種漁港、第４種漁港（耐震強化岸壁を有するもの）地方管

理空港、共用空港、その他の空港、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路 

    〈道路延長3,579㎞〉 

  ウ 第３次緊急輸送道路ネットワーク 

    第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡する道路〈道路延長270.8㎞〉 

 

 

エ 緊急通行車両 

  （ア）緊急通行車両は、災害対策基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用され    

る車両で、次の事項について行うものとする。 

    ａ 警報の発令及び伝達並びに避難指示等に関する事項 

（略） 

４ 北海道緊急輸送道路ネットワーク計画 

緊急輸送道路は、災害直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路であ

り、耐震性を有し、災害時にネットワークとして機能することが重要である。 

    このため、北海道開発局、北海道、東日本高速道路株式会社等の道路管理者と北海道警察、陸上自

衛隊等の防災関係機関からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会では、緊急輸送

を確保するため必要な「緊急輸送道路」を定め、緊急輸送道路のネットワーク化を図る北海道緊急

輸送道路ネットワーク計画を策定している。各道路管理者は、この計画に基づき緊急輸送道路の整

備を計画的に推進することとしている。北海道緊急輸送道路ネットワーク計画の概要は、次のとお

りである。 

 

（略） 

イ 対象道路 

        既設道路及び概ね令和７年度までに供用予定の道路を対象とすることを基本とする。河川管理

用道路、臨港道路等、道路法上の道路以外の道路についても必要に応じ計画に含めることとする。 

（２）緊急輸送道路の区分及び道路延長            

      緊急輸送道路ネットワークは、災害発生後の利用特性により、次のとおり区分しているが、北海

道の広域性を反映して、緊急輸送道路総延長は11,371㎞に上っている。 

  ア 第１次緊急輸送道路ネットワーク 

        道庁所在地(札幌市)、地方中心都市及び重要港湾、地方港湾（耐震強化岸壁を有するもの）、

拠点空港、公共用ヘリポート、総合病院、自衛隊、警察、消防等を連絡する道路 

〈道路延長7,245㎞〉 

イ 第２次緊急輸送道路ネットワーク 

        第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点(行政機関、公共機関、主要駅、地方港湾（耐

震強化岸壁を有するものを除く）、第３種漁港、第４種漁港（耐震強化岸壁を有するもの）地方管

理空港、共用空港、その他の空港、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路 

    〈道路延長3,831㎞〉 

  ウ 第３次緊急輸送道路ネットワーク 

    第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡する道路〈道路延長295㎞〉 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

「北海道緊急輸

送道路ネットワ

ーク計画書」改

定に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P127 第13節 給水計画 

災害によって広域的断水が発生した時には、市民に対し生活に必要な飲料水をできるだけ公平に供給

することが重要である。市民が飲料水に対する不安感から混乱することが予想され、このことが応急給

水活動時の大きな障害となることが想定される。 

 そのために、市民に対し十分な広報活動を行い、理解と協力を元に官民一体となった活動を実施する。

なお、給水計画は、帯広市上下水道事業災害対策計画の応急給水計画の定めるところによる。 

 

 

 

第13節 給水計画 

災害によって広域的断水が発生した時には、市民に対し生活に必要な飲料水をできるだけ公平に供給

することが重要である。市民が飲料水に対する不安感から混乱することが予想され、このことが応急給

水活動時の大きな障害となることが想定される。 

そのために、市民に対し十分な広報活動を行い、理解と協力を元に官民一体となった活動を実施する。

なお、給水計画は、帯広市上下水道事業災害対策計画の災害応急対策計画の定めるところによる 

 

 

記載の修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P141 第17節 ガス施設災害応急対策計画 

（略） 

１ 非常体制（緊急措置及び対策本部の設置） 

（１）帯広ガスは、地震等の災害が発生した場合、災害の迅速かつ適切な処置を講ずるため、 

「地震防災対策要領」に基づき緊急出動体制をとる。 

（略） 

ガス供給状況 

 

都市ガス地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※平成29年11月30日現在 

 

 

 

 

 

  ※平成29年11月30日現在 

 

 

 

第17節 ガス施設災害応急対策計画 

（略） 

１ 非常体制（緊急措置及び対策本部の設置） 

（１）帯広ガスは、地震等の災害時、災害の迅速かつ適切な処置を講ずるため、「地震防災対策要領」

に基づき緊急出動体制をとる。 

（略） 

ガス供給状況 

 

都市ガス地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※令和3年11月30日現在 

 

 

 

 

 

   ※令和3年11月30日現在 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

P145 第19節 鉄道施設災害応急対策計画 

（略） 

１ 災害時の活動体制 

      社長及び付属機関の長並びに支店長は、重大な災害が発生した場合又は発生するおそれがある場

合には、これに対処するため、災害対策本部を設置するものとする。（防災規定） 

      また、復旧等処理の円滑化を図るため、対策本部及び現地復旧本部の設置について、運輸部長及

び安全推進室長の報告に基づき、鉄道事業本部長が指示するものとする。 

（略） 

 

第19節 鉄道施設災害応急対策計画 

（略） 

１ 災害時の活動体制 

      社長及び付属機関の長並びに支店長は、重大な災害時には、これに対処するため、災害対策本部

を設置するものとする。（防災規定） 

      また、復旧等処理の円滑化を図るため、対策本部及び現地復旧本部の設置について、運輸部長及

び安全推進室長の報告に基づき、鉄道事業本部長が指示するものとする。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P153 第23節 文教対策計画 

（略） 

１ 実施責任者 

（略） 

（３）災害発生時の迅速かつ適切な対応を図るために、各学校では平素から災害に備え教職員の任務の

分担、相互の連携、時間外における参集等についての体制を整備する。 

（略） 

５ 学用品の給与状況記録 

（略） 

様式１ 

学用品の給与の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第23節 文教対策計画 

（略） 

１ 実施責任者 

（略） 

（３）災害時の迅速かつ適切な対応を図るために、各学校では平素から災害に備え教職員の任務の分担、

相互の連携、時間外における参集等についての体制を整備する。 

（略） 

５ 学用品の給与状況記録 

（略） 

様式１ 

学用品の給与の状況 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年4月1日

の大空学園義務

教育学校開校に

伴う修正 

P157 第24節 住宅対策計画 

（略） 

２ 実施の方法 

（略） 

（２）応急仮設住宅 

（略） 

ウ 応急仮設住宅の建設 

  原則として応急仮設住宅の設置は、知事が行う。なお、建設場所については、原則として、市有

地とする。ただし、市有地で適当な場所がない場合は、適当な公有地及び私有地とする。 

 

第24節 住宅対策計画 

（略） 

２ 実施の方法 

（略） 

（２）応急仮設住宅 

（略） 

ウ 建設型応急住宅の建設 

    原則として建設型応急住宅の設置は、知事が行う。なお、建設場所については、原則として、市

有地とする。ただし、市有地で適当な場所がない場合は、適当な公有地及び私有地とする。 

 

 

令和元年 10月 1

日内閣府告示第

89 号を踏まえた

修正 

P169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P171 

 

 

 

第28節 広域応援・受援計画 

  地震災害が発生した場合において、災害応急対策を円滑に実施するための広域応援・受援対策につい

ては、この計画の定めるところによる。 

（略） 

２ 実施内容 

（１）市町村間の応援・受援の実施 

ア 道内の市町村において大規模災害等が発生し、被災市町村単独では十分に被災者の救援等の災

害応急対策を実施できない場合は、「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協

定」に基づき応援・受援の実施を図る。 

（略） 

オ 「道東六市防災協定」に基づく応援・受援の実施 

     この協定は、道東地域で大規模災害が発生した場合において、都市間の連携・応援体制 

により、災害応急対策が円滑に実施できるように、平成８年５月に締結した協定である。 

（略） 

第28節 広域応援・受援計画 

  地震災害時において、災害応急対策を円滑に実施するための広域応援・受援対策については、この計

画の定めるところによる。 

（略） 

２ 実施内容 

（１）市町村間の応援・受援の実施 

ア 道内の市町村における大規模災害時に、被災市町村単独では十分に被災者の救援等の災害応急

対策を実施できない場合は、「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基

づき応援・受援の実施を図る。 

（略） 

オ 「道東六市防災協定」に基づく応援・受援の実施 

     この協定は、道東地域の大規模災害時において、都市間の連携・応援体制により、災害応急

対策が円滑に実施できるように、平成８年５月に締結した協定である。 

（略） 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



帯広市地域防災計画（地震災害編）新旧対照表 

20 

 

頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P171 （３）消防機関 

  ア 消防機関は、大規模災害が発生し、単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施でき

ない場合は、道などに応援を要請するほか、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき他の消防機

関に応援を要請する。 

 

 

（３）消防機関 

  ア 消防機関は、大規模災害時に、単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施できない

場合は、道などに応援を要請するほか、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき他の消防機関に

応援を要請する。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

P177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P178 

第31節 災害救助法の適用計画 

（略） 

２ 災害救助法の適用基準  

             

    本市における災害救助法による救助は、別紙１に掲げる程度の災害が発生した場合において、当該

災害にかかり現に救助を必要とする者に対して行うものとする。 

             

                                               

                                               

         

（略） 

              

救助の種類 実施期間 実施者区分 

（略） （略） （略） 

住宅の応急修理 １か月以内 市町村 

（略） （略） （略） 

 

 

 （新規）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第31節 災害救助法の適用計画 

（略） 

２ 災害救助法の適用基準  

（１）災害が発生した場合 

    本市における災害救助法による救助は、別紙１に掲げる程度の災害時において、当該災害にかかり

現に救助を必要とする者に対して行う。 

（２）災害が発生するおそれがある場合 

  災害が発生するおそれがある段階において、国が災害対策基本法に基づく災害対策本部を設置し、

所管区域を告示した場合で、当該所管区域内の市町村において現に救助を必要とする者に対して行

う。 

（略） 

（１）災害が発生した場合 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

（略） （略） （略） 

住宅の応急修理  3か月以内 

（国の災害対策本部が設置さ

れた場合は、6か月以内） 

市町村 

（略） （略） （略） 

 

（２）災害が発生するおそれがある場合 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 
救助を開始した日から、災害が発生しないと判

明し、現に救助の必要がなくなった日まで 
市町村 

 

 

内閣府告示改正

に伴う修正等 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P183 第33節 飼養動物対策計画 

（略） 

１ 実施責任 

（略） 

（２）帯広市              

（略） 

２ 飼養動物の取扱い 

（１）動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）及び北海道動物

の愛護及び管理に関する条例（平成１３年条例第３号、以下       「条例」という。）に基

づき、災害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。 

（２）災害発生における動物の避難は、条例第６条第１項第４号の規定により、動物の飼い主が自己責

任において行うものとする。 

（３）災害発生時において、市は関係団体の協力を得て、逸走犬等の保護・収容するなど適切な処置を講

ずるとともに、住民等に対し、逸走犬等の収容について周知を図るものとする。 

 

第33節 飼養動物対策計画 

（略） 

１ 実施責任 

（略） 

（２）帯広市（都市環境部環境保全班） 

（略） 

２ 飼養動物の取扱い 

（１）動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）及び北海道動物

の愛護及び管理に関する条例（平成１３年条例第３号、以下この節において「条例」という。）に基

づき、災害時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。 

（２）災害時における動物の避難は、条例第６条第１項第４号の規定により、動物の飼い主が自己責任

において行うものとする。 

（３）災害時において、市は関係団体の協力を得て、逸走犬等の保護・収容するなど適切な処置を講ずる

とともに、住民等に対し、逸走犬等の収容について周知を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主体の明確化 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正

等 

 

P185 第34節 被災者援護支援 

災害が発生した場合において、各種被災者支援策に必要となる罹災証明書の交付や被災者に対する救

護支援のための被災者台帳の作成等については、次に定めることによる。 

１ 罹災証明書の交付 

（略） 

（３）罹災証明書の交付 

災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者等からの申請によ         るものとする。 

（略） 

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

（１）被災者台帳の作成 

ア 市長は、当該市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的

かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者台帳を作成し、被災者の援護の総

合的かつ効率的な実施に努めるものとする。 

 

第34節 被災者援護支援 

災害時において、各種被災者支援策に必要となる罹災証明書の交付や被災者に対する救護支援のため

の被災者台帳の作成等については、次に定めることによる。 

１ 罹災証明書の交付 

（略） 

（３）罹災証明書の交付 

災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者等からの申請により、遅滞なく交付するものとする。 

（略） 

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

（１）被災者台帳の作成 

ア 市長は、当該市の地域に係る災害発生時において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率

的に実施するため必要があると認めるときは、被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ

効率的な実施に努めるものとする。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

 

 

記載の追加 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

P187 第４章 災害復旧計画 

（略） 

４ 激甚災害 

  著しい激甚の災害が発生した場合は、被害の状況を速やかに調査・把握し、早期に激甚災害の指定

が受けられるように措置し、公共施設の災害復旧事業が円滑に行われるよう努めるものとする。 

 

第４章 災害復旧計画 

（略） 

４ 激甚災害 

  著しい激甚の災害時は、被害の状況を速やかに調査・把握し、早期に激甚災害の指定が受けられる

ように措置し、公共施設の災害復旧事業が円滑に行われるよう努めるものとする。 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P194 第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第４節 地震発生時の応急対策等 

１ 地震発生時の応急対策 

（１）情報の収集・伝達 

    市は地震発生時の情報収集及び避難勧告等における住民等への伝達は、迅速かつ確実な手段を

用いて行うものとする。 

（略） 

第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第４節 地震発生時の応急対策等 

１ 地震発生時の応急対策 

（１）情報の収集・伝達 

    市は地震発生時の情報収集及び避難指示等における住民等への伝達は、迅速かつ確実な手段を

用いて行うものとする。 

（略） 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 

 

P196 

 

 

 

 

 

P197 

 

 

 

P198 

第５節 円滑な避難の確保に関する事項 

１ 避難の確保 

（略） 

（２）避難対象地区の居住者等は、避難地、避難路、避難方法、家族との連絡方法等を平常時から確認し

ておき、災害が発生した場合の備えに万全を期するよう努めるものとする。 

（略） 

５ 意識の普及啓発等 

     道及び市は居住者等が災害発生時に的確な避難を行うことができるよう、避難に関する意識啓発

のための方策を実施するものとする。 

（略） 

 ８ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

（略） 

（５）放送 

（略） 

ウ 放送事業者は、地震等に伴う避難勧告・避難指示（緊急）等について市から放送の依頼があっ

た場合には、放送を通じた避難勧告・避難指示（緊急）等の情報伝達に努めるものとする。 

 

第５節 円滑な避難の確保に関する事項 

１ 避難の確保 

（略） 

（２）避難対象地区の居住者等は、避難地、避難路、避難方法、家族との連絡方法等を平常時から確認し

ておき、災害時の備えに万全を期するよう努めるものとする。 

（略） 

５ 意識の普及啓発等 

     道及び市は居住者等が災害時に的確な避難を行うことができるよう、避難に関する意識啓発のた

めの方策を実施するものとする。 

（略） 

 ８ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

（略） 

（５）放送 

（略） 

ウ 放送事業者は、地震等に伴う避難指示等について市から放送の依頼があった場合には、放送を通

じた避難指示等の情報伝達に努めるものとする。 

 

防災基本計画の

修正に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

 

 

目次 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目     次 

（略） 

３ 帯広市が締結した協定 …………………………………………………………………  ５９ 

（１）災害時の医療救護活動に関する協定書 

平成元年８月１日締結（帯広市医師会）……………………………………………  ５９ 

（２）航空災害時の医療救護活動に関する協定書 

平成５年４月１日締結（帯広市医師会）……………………………………………  ７０ 

 （３）航空災害時の医療救護活動に関する協定書 

    平成５年４月１日締結（十勝医師会）………………………………………………  ７５ 

（４）北海道広域消防相互応援協定書 

   平成６年７月２５日締結、平成２９年４月２７日変更（市町及び一部事務組合） ８０ 

 （５）災害時における応急照明器具等の優先供給に関する協定書 

平成７年１０月２７日締結（千代田デンソー）……………………………………  ９９ 

（６）災害時における大型暖房機器等の優先供給に関する協定書 

平成７年１０月３０日締結（宮本機械）…………………………………………… １０１ 

（７）北海道消防防災ヘリコプター応援協定 

   平成８年６月２５日締結（７２市町及び一部事務組合）………………………… １０２ 

（８）災害時における応急措置の協力に関する協定書  

平成１４年４月１８日締結 （帯広管工事業協同組合）………………………… １０９ 

（９）災害時における軽自動車輸送の協力に関する協定書 

平成１７年７月６日締結（赤帽帯広）……………………………………………… １１１ 

（10）災害時における応急対策用貨物自動車の供給に関する協定書 

平成１８年３月２４日締結（十勝トラック協会）………………………………… １１６ 

（11）災害時における応急対策等の協力に関する協定書 

平成１８年９月２２日締結（帯広空調衛生工事業協会）………………………… １１９ 

（12）災害時の歯科医療救護活動に関する協定書 

平成１９年３月１９日締結（十勝歯科医師会）…………………………………… １２３ 

（13）災害時における応急生活物資の確保等に関する協力協定書 

平成１９年４月２３日締結（生活協同組合コープさっぽろ）…………………… １２７ 

（14）日本水道協会北海道地方支部道東地区協議会災害時相互応援に関する協定書 

    平成１９年７月３１日締結（道東市町村、企業団）……………………………… １３０ 

（15）災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書 

平成１９年８月３日締結（北海道コカ・コーラボトリング㈱）………………… １３５ 

（16）災害時における仮設トイレ等の供給に関する協定書 

平成１９年１０月２３日締結（帯広リース業協会）……………………………… １３９ 

（17）災害時における非常放送に関する協定書 

平成１９年１０月３０日締結（㈱エフエムおびひろ）…………………………… １４３ 

（18）災害時における非常放送に関する協定書 

平成１９年１０月３０日締結（㈱おびひろ市民ラジオ）………………………… １４６ 

 （19）災害時における応急生活物資の供給等に関する協力協定書 
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(46) 災害時の応援に関する協定書 

   平成２６年３月２８日締結（北海道財務局）……………………………………… ２４８ 

(47) 災害発生時における帯広市と帯広市内郵便局の協力に関する協定書 

平成２６年３月３１日締結（帯広市内郵便局）…………………………………… ２５０ 

(48) 災害時における情報発信等に関する協定書 

平成２７年１月５日締結（ヤフー株式会社）………………………………………… ２５２ 

(49) 避難所等情報提供に関する協定書 

平成２７年７月９日締結（ファーストメディア㈱、三井住友海上火災保険㈱）… ２５４ 

(50) 災害時における物資供給に関する協定書 

平成２８年４月２０日締結（ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター）…………… ２５５ 

 (51) 災害時における福祉避難所の使用に関する協定書 

    平成２８年７月１２日締結（社会福祉法人刀圭会）……………………………… ２５８ 

 (52) 災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定書 

    平成２８年１２月２日締結（公益社団法人北海道柔道整復師会十勝ブロック） ２６１ 

  (53) 災害時におけるはり師・きゅう師の救護活動に関する協定書 

平成２８年１２月２日締結（十勝鍼灸師会）……………………………………… ２６５ 

(54) 帯広市災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定書 

    平成２９年１月１０日締結（社会福祉法人帯広市社会福祉協議会）…………… ２６９ 

(55) 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書 

    平成２９年２月１５日締結（株式会社セブン-イレブン・ジャパン）…………  ２７１ 

 （56）災害時における福祉避難所の使用に関する協定書 

    平成２９年５月３０日締結（社会福祉法人真宗協会）…………………………… ２７６ 

 （57）災害時における段ボールベッド等の供給に関する協定書 

    平成２９年８月２２日締結（北海道森紙業株式会社帯広工場）………………… ２８０ 

 （58）災害時の避難所におけるインターネット回線提供に関する協定書 

    平成２９年１０月１７日締結（株式会社帯広シティケーブル）………………… ２８３ 

 （59）災害時の一般用医薬品等の物資供給に関する協定書 

    平成３０年１月５日締結（株式会社サンドラッグプラス）………………………  ２８５ 

 （60）災害時における物資輸送の協力に関する協定書 

    平成３０年７月３日締結（ヤマト運輸株式会社） ………………………………  ２９０ 

 （61）災害時における倉庫及び駐車場の利用等に関する協定書 

    平成３０年７月３日締結（帯広地方卸売市場株式会社） ………………………  ２９４ 

（62）大規模災害時における支援活動に関する協定書 

    平成３１年３月６日締結（一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク）   ２９７ 

（63）災害時における自動車及び付属機器の貸与に関する協定書 

    令和元年１２月４日締結（釧路トヨタ自動車株式会社） ………………………  ３０１ 

（64）災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書 

    令和２年１月３１日締結（北海道行政書士会十勝支部） ………………………  ３０５ 

とかち帯広空港

の民間委託に伴

う協定締結元の

変更により廃止 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

目次

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （65）災害時における倉庫及び駐車場の利用等に関する協定書 

    平成３０年７月３日締結（帯広地方卸売市場株式会社） ………………………  ３１３ 

（66）大規模災害時における支援活動に関する協定書 

    平成３１年３月６日締結（一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク）   ３１６ 

（67）災害時における自動車及び付属機器の貸与に関する協定書 

    令和元年１２月４日締結（釧路トヨタ自動車株式会社） ………………………  ３２０ 

（68）災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書 

    令和２年１月３１日締結（北海道行政書士会十勝支部） ………………………  ３２４ 

（69）災害時における福祉避難所の使用に関する協定書 

    令和２年３月３日締結（北海道帯広盲学校） ……………………………………  ３２８ 

（70）災害時における福祉避難所の使用に関する協定書 

    令和２年３月３日締結（北海道帯広聾学校） ……………………………………  ３３２ 

（71）災害時における福祉避難所の使用に関する協定書 

    令和２年３月３日締結（北海道帯広養護学校） …………………………………  ３３６ 

（72）災害時における福祉用具等の供給に関する協定書 

    令和２年３月３１日締結（一般社団法人日本福祉用具供給協会） ……………  ３４０ 

（73）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力に関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（帯広トヨペット株式会社） …………………………  ３４５ 

（74）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力に関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（トヨタカローラ帯広株式会社） ……………………  ３５０ 

（75）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力に関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（十勝三菱自動車販売株式会社） ……………………  ３５５ 

（76）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（帯広日産自動車株式会社） …………………………  ３６０ 

（77）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（帯広三菱自動車販売株式会社） ……………………  ３６５ 

（78）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（ネッツトヨタ帯広株式会社） ………………………  ３７０ 

（79）災害時における協力体制に関する実施協定 

    令和２年５月１５日締結（十勝測量設計協会） …………………………………  ３７５ 

（80）帯広市と社会医療法人北斗との協働のまちづくりに関する包括連携協定 

   （災害時における福祉避難所の使用に関する覚書） 

    令和２年６月９日締結（社会医療法人北斗） ……………………………………  ３７９ 

 

 

資料６   帯広市防災会議条例 ………………………………………………………………   ３８３ 

資料７   帯広市災害対策本部条例 …………………………………………………………  ３８５ 

    

 

（65）災害時における福祉避難所の使用に関する協定書 

    令和２年３月３日締結（北海道帯広盲学校） ……………………………………  ３０９ 

（66）災害時における福祉避難所の使用に関する協定書 

    令和２年３月３日締結（北海道帯広聾学校） ……………………………………  ３１３ 

（67）災害時における福祉避難所の使用に関する協定書 

    令和２年３月３日締結（北海道帯広養護学校） …………………………………  ３１７ 

（68）災害時における福祉用具等の供給に関する協定書 

    令和２年３月３１日締結（一般社団法人日本福祉用具供給協会） ……………  ３２１ 

（69）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力に関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（帯広トヨペット株式会社） …………………………  ３２６ 

（70）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力に関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（トヨタカローラ帯広株式会社） ……………………  ３３１ 

（71）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力に関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（十勝三菱自動車販売株式会社） ……………………  ３３６ 

（72）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（帯広日産自動車株式会社） …………………………  ３４１ 

（73）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（帯広三菱自動車販売株式会社） ……………………  ３４６ 

（74）災害時における次世代自動車からの電力供給の協力関する協定書 

    令和２年４月２４日締結（ネッツトヨタ帯広株式会社） ………………………  ３５１ 

（75）災害時における協力体制に関する実施協定 

    令和２年５月１５日締結（十勝測量設計協会） …………………………………  ３５６ 

（76）帯広市と社会医療法人北斗との協働のまちづくりに関する包括連携協定 

   （災害時における福祉避難所の使用に関する覚書） 

    令和２年６月９日締結（社会医療法人北斗） ……………………………………  ３５９ 

（77）帯広空港消火救難隊に関する協定書 

    令和３年２月１９日締結（北海道エアポート株式会社） ………………………  ３６３ 

 （78）地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定書 

    令和３年１０月１２日締結（廃棄物処理業者２３社） …………………………  ３６４ 

 

資料６   帯広市防災会議条例 ………………………………………………………………  ３６６ 

資料７   帯広市災害対策本部条例 …………………………………………………………  ３６８ 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１‐１ 指定避難所一覧表(第４章第６節「避難体制整備計画」関係) 

 

指定避難所は、災害の危険があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、

または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設。 

 

番号 施 設 名 備 考 番号 施 設 名 備 考 

１ 市民活動プラザ六中  27 開西小学校  

２ 東小学校  28 三条高校  

３ 柏小学校  29 つつじが丘小学校  

４ 翔陽中学校  30 第二中学校  

５ 帯広小学校  31 豊成小学校  

６ 光南小学校  32 稲田小学校  

７ 明星小学校  33 北高校  

８ 第四中学校  34 農業高校  

９ 花園小学校  35 南町中学校  

10 啓西小学校  36 帯広の森コミセン  

11 緑丘小学校  37 大空小学校  

12 第五中学校  38 大空中学校  

13 第八中学校  39 川西中学校  

14 若葉小学校  40 富士農業センター  

15 帯広の森体育館  41 上帯広農業センター  

16 西陵中学校  42 清川中学校  

17 広陽小学校  43 太平農業センター  

18 明和小学校  44 広野小学校  

19 
総合体育館 

（よつ葉アリーナ十勝） 
 45 戸蔦林業センター  

20 第一中学校  46 愛国小学校  

21 啓北小学校  47 桜木農業センター  

資料１‐１ 指定避難所一覧表(第４章第６節「避難体制整備計画」関係) 

 

指定避難所は、災害の危険があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、

または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設。 

 

番号 施 設 名 備 考 番号 施 設 名 備 考 

１ 市民活動プラザ六中  27 開西小学校  

２ 東小学校  28 三条高校  

３ 柏小学校  29 つつじが丘小学校  

４ 翔陽中学校  30 第二中学校  

５ 帯広小学校  31 豊成小学校  

６ 光南小学校  32 稲田小学校  

７ 明星小学校  33 北高校  

８ 第四中学校  34 農業高校  

９ 花園小学校  35 南町中学校  

10 啓西小学校  36 帯広の森コミセン  

11 緑丘小学校  37 大空学園義務教育学校  

12 第五中学校  38 川西中学校  

13 第八中学校  39 富士農業センター  

14 若葉小学校  40 上帯広農業センター  

15 帯広の森体育館  41 清川中学校  

16 西陵中学校  42 太平農業センター  

17 広陽小学校  43 広野小学校  

18 明和小学校  44 戸蔦林業センター  

19 
総合体育館 

（よつ葉アリーナ十勝） 
 45 愛国小学校  

20 第一中学校  46 桜木農業センター  

21 啓北小学校  47 第七中学校  

 

令和４年４月１

日の大空学園義

務教育学校の開

校に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 栄小学校  48 第七中学校  

23 北栄小学校  49 大正農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ  

24 森の里小学校  50 中戸蔦会館  

25 緑園中学校  51 以平農業センター  

26 南商業高校  52 幸福農業センター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 栄小学校  48 大正農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ  

23 北栄小学校  49 中戸蔦会館  

24 森の里小学校  50 以平農業センター  

25 緑園中学校  51 幸福農業センター  

26 南商業高校     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月１

日の大空学園義

務教育学校の開

校に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直

しに伴う避難者

数及び感染症対

策に伴う収容ス

ペースの見直し

に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直

しに伴う避難者

数及び感染症対

策に伴う収容ス

ペースの見直し

に伴う修正 
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頁 現   行（令和３年３月） 修 正 案（令和４年４月予定） 備 考 

P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直

しに伴う避難者

数及び感染症対

策に伴う収容ス

ペースの見直し

に伴う修正 
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